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はじめに 

 

高齢社会白書によると、日本の総人口に占める65歳以上の高齢

者人口の割合（高齢化率）は令和元(2019)年10月現在で28.4％

となりました。今後も高齢化率は上昇する見込みであり、令和

47(2065)年には38.4％、国民の2.6人に1人が高齢者（65歳以

上）となることが予測されています。 

本市の高齢化は、全国平均より高い水準で進んでおり、令和

2(2020)年10月現在の高齢者人口は16,352人、高齢化率は

37.9％、うち75歳以上が8,885人で、市民の５人に１人が75歳以上となりつつあります。

今後も、高齢化率の上昇は続くことが必至であるため、第８期計画では、前期計画より継承

してきた基本理念「健康で安心して住み続けられるまちをめざして」を踏襲しつつ、令和

22(2040)年度までの地域づくりを見据えた中長期的な視点で計画を策定しました。 

高齢化社会は、今や特別なことではなく、人生100年時代にあっては、特に地方の生活で

は日常的な社会状態となっています。 

本市は、いきいき100歳体操などの予防施策を実施してきたことも奏功し、高齢者の健康

な期間を延伸することができています。これまでの施策の効果は、健康データ分析などから

も明らかになってきており、良い結果を施策に反映しながら、これからも健康寿命の延伸を

図ってまいります。 

高齢化社会に向き合った地域づくりをするためには、地域が一体となって高齢者を支える

ことはもちろん、市民ひとりひとりが、健康を意識した生活をしていくことが大切です。 

「高齢化する地域は頼もしい。このまちだから元気でいたい」 

日本の未来の姿に、いち早く踏み入る本市の状況を前向きに受け止めて、幸せな暮らしを

継続できる理想郷の実現に向け、取組を進めてまいります。 

住み慣れたまちで安心して暮らし続けられるためには、市民の皆さま並びに関係機関・団

体の皆さまとの連携・協働によって実現できると考えています。今後も、一層のご理解とご

協力を賜りますようお願い申し上げます。 

最後に、本計画の策定にあたり、意見をいただきました淡路市高齢者保健福祉計画策定委

員会委員の皆さま並びにアンケート調査にご協力いただきました市民の皆さまに心からお礼

を申し上げます。 

 

令和３(2021)年３月                   淡路市長 門 康彦 
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序章 計画策定にあたって 

１．計画策定の背景 

■高齢者人口の増加 

高齢化の進展による単身世帯や高齢者のみの世帯の更なる増加は、今後、団塊世代が75

歳以上となる令和12(2030)年、また、その子どもたちの団塊ジュニア世代が65歳以上を

迎える令和22(2040)年まで続くと見込まれます。 

□本市の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■介護のポイント期は20年間に2回の見込み 

今後、高齢者人口が増加し続け、75歳以上人口が最大となる令和12(2030)年は淡路市

にとって介護問題の第1のポイント期となることが予測できます。その後、高齢者人口は減

少していく見込みですが、令和22(2040)年には、高齢者人口と生産年齢人口（20～64

歳）が同じくらいの数となり、1人の現役世代が１人の高齢者を「肩ぐるま」で支える状況

になる見込みです。令和22(2040)年は、淡路市にとっての第2のポイント期になると考

えられます。 

□生産年齢人口と高齢者人口の推移（推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊住民基本台帳にもとづく推計（コーホート変化率法） 

＊住民基本台帳にもとづく推計（コーホート変化率法） 
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□本市の新規介護認定平均年齢の状況（H30(2018)新規平均介護度 1.5 程度） 

年度 H26（2014） H27(2015） H28(2016) H29(2017) H30(2018) 

淡路市 81.9 82.9 83.6 83.8 82.5 

全国 80.6 80.6 80.7 80.8 80.9 

                              厚生労働省「見える化システム」より 

 

■介護サービスの増加に伴い、サービス内容も多様化している 

制度の普及と浸透は、サービス内容の多様化と充実をもたらしました。要介護状態になっ

てからも、自分らしい人生を過ごせるよう、ケアプランによって地域とのつながりを維持

しながら介護サービスを利用して日常を過ごすこともできます。 

高齢者人口の増加に伴い、介護サービス需要が高まると考えられるため、現役世代１人

で高齢者１人を支える「肩ぐるま」社会となるであろう令和 22(2040)年の介護サービス

を見据えて地域づくりをしていく必要があります。 

75歳以上の高齢者人口が最大となる令和12(2030)年、また、高齢者人口が、生産年齢

人口（20～64歳）と同じくらいの人数となる令和22(2040)年は、高齢者の生活支援を

地域内で充足させなければなりません。 

要介護にならないよう、健康であり続けること、体力を維持していくことが、これまで

以上に必要となります。 

 

２．第８期計画策定の趣旨 

■「淡路市高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画」（以下「第8期計画」という。）

は、今後の地域運営と地域維持のための市民の健康づくりのため、誰もが健康で安心し

て住み続けられる福祉発信のまちづくりに向け、 

健康は地域力の基礎であるとの認識のもと、本計画を通して、健康寿命の延伸

の実現及び要介護になることを遅らせるための健康運営に取り組みます。 

 

■第 7 期介護保険事業計画から第 8 期介護保険事業計画への継承 

令和７(2025)年以降、生産年齢人口は年々減少し、介護を支える人材確保がこれまで以

上に問題となります。団塊ジュニア世代が高齢者となる令和22(2040年)には、淡路市の

人口は高齢者人口と生産年齢人口がほぼ同じくらいとなり、支え手がさらに減少すると見

込まれるため、高齢者の生活を支えることが、今よりも難しくなることが予測できます。 

平成30(2018)年度から令和２(2020)年度までの第7期介護保険事業計画では、団塊の

世代が75歳以上となる令和７(2025)年を展望して、中長期的な視点に立った施策の展開

を図ってきました。 

令和３(2021)年度から令和５(2023)年度までの第８期計画では、令和22(2040)年を

展望した取組を進めることが必要となっています。 

具体的には、介護サービスの基盤整備・充実を適切に進めていくとともに、介護予防・

健康づくりを推進するため、総合事業や一般介護予防事業、包括的支援事業等を効果的に
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実施していくこと、認知症施策推進大綱等を踏まえて、認知症施策を総合的に推進してい

くこと、介護人材の確保や介護現場の革新、介護現場の負担軽減を図ることなどが求めら

れています。 

国が示す課題や方向性を踏まえ、「淡路市高齢者保健福祉計画及び第７期介護保険事業計

画（平成30(2018)年度～令和２(2020)年度）」（以下「第７期計画」という。）の取組を

承継し、市内で生活する高齢者が、淡路市版地域包括ケアシステムのもと、生きがいを持っ

て安心して生活できること及び地域での活躍等により頼もしい存在として力を発揮してい

ただけるよう「淡路市高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画」を策定しました。 

  

■第８期介護保険事業計画策定にかかる「基本指針」について 

「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」は、３年

を一期とする都道府県・市町村介護保険事業計画作成のガイドラインの役割を果たすもの

で、計画における「基本的記載事項」や「任意記載事項」を定めた国が示す指針です。 

基本指針には、「サービスを提供する体制の確保、地域支援事業の実施に関する基本的事

項」をはじめ、「サービスの種類ごとの量の見込みとそれを定めるにあたって参酌すべき標

準」「その他計画の作成に関する事項」「その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施

を確保するために必要な事項」など、計画に記載すべき事項が定められています。 

また、第８期計画では、記載を充実すべき事項として次の７項目が示されており、これ

ら事項に配慮したうえで計画を策定することが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆第８期計画において記載を充実する事項（案） 

（令和２(2020)年７月 27 日第 91 回社会保障審議会介護保険部会資料より） 

１ 2025・2040 年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 

２ 地域共生社会の実現 

３ 介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施） 

４ 有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化 

５ 認知症施策推進大綱を踏まえた認知症施策の推進 

６ 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 

７ 災害や感染症対策に係る体制整備 
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第１章 計画の概要 

１．法的位置づけ 

本計画は、老人福祉法第20条の８に規定する「市町村老人福祉計画」及び介護保険法第

117条に規定する「市町村介護保険事業計画」に該当する計画です。老人福祉法第20条の

８第７項及び介護保険法第117条第６項の規定にもとづき、両計画を一体的に定めていま

す。 

 

２．関連計画との関係 

本計画は、「淡路市総合計画」及び「淡路市地域福祉計画」を上位計画とし、「健康淡路

２１」や「障がい者基本計画」など各分野における関連計画と調和を図ります。 

また、国や兵庫県の基本的指針や関連計画との整合性にも配慮して策定しています。 

 

 

 

    

 

【計画の位置づけ】 
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受けとめてつなげます より身近な地域包括ケアシステムによる共生社会実現 

地域包括支援センターを中心に、支援が必要な高齢者の生活状況等を把握して、在宅医

療・介護事業者、医療機関などの関係団体等との情報共有により、支援が必要な高齢者へ

の介入・関与をスムーズに行います。 

地域の多様な主体と連携し、身近な地域の拠り所、つながり拠点として地域包括支援セ

ンターの機能の充実・強化を図ります。 

住み慣れた地域や自宅で幸せな気持ちで過ごせるよう、個人に向き合って、幸せになる

力を引き出し育みます。 

災害や感染症対策を踏まえ、困ったときでもこのまちで安心して過ごせるよう、地域一

体となって工夫して向き合っていきます。 

活躍を支援します 高齢者が活躍できる共助支援体制の整備 

人生の後半を表現できる舞台となる「活躍の場」を共に考えます。また、これまでの経

験や知識を活かせる場所づくりを支援します。 

いつまでも地域の支え手であり続けられること、高齢者は頼もしい存在として地域の力

となる取組を推進します。 

地域のニーズを活躍の力として活力を循環できる高齢者施策を展開します。住み慣れた

地域で暮らし続けられるよう多様な主体との協働により、共に支え合う体制づくりをめざ

します。 

幸せな時間を長くします  健康寿命の延伸実現 

介護保険制度が持続可能な制度として円滑に運営でき、また、いつまでも元気で過ごせ

るよう、医療介護データ等を活用して、効果のある健康寿命の延伸施策を進めます。 

介護が必要になってもサービスを利用して地域とつながり、「このまちだからこそ元気

でいたい」という目標をもってもらえる地域づくりに努めます。 

３．計画の基本理念及び基本目標 

本計画は、前計画の後継となる計画として位置づけられるとともに、75歳以上人口が最

大になると見込まれる令和12(2030)年を見据えながら、中長期的に地域包括ケアシステ

ムを深化・推進していくものです。 

 

＜基本理念＞ 

 

 
 
 
 
 
 
 

＜基本目標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
健康で安心して住み続けられるまちをめざして 

－幸せになる力を引き出し育むまち－ 
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４．計画の期間 

介護保険法では、介護保険事業計画は３年ごとに定めることとされています。 

本計画の期間は、令和３(2021)年度から令和５(2023)年度までの３か年となります。 

また、本計画は、75歳以上人口が最大となり、介護ニーズが増えると見込まれる令和

12(2030)年、さらには、高齢者人口と生産年齢人口が同じくらいの数になると予測され

る令和22(2040)年前後を見据え、第６期計画から段階的な構築をめざしている「地域包

括ケアシステム」について、より深化・推進していく計画となります。 

 

■計画の期間（年度） 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R12 R22 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2030 2040 

                 

 

 

  

 

 

   

 

 

         

  

 

  

第５期計画 第６期計画 第７期計画 第８期計画 第９期計画 

団塊の世代が 

65 歳に 

団塊の世代が 

75 歳に 

団塊ジュニア 

が 65 歳に 

65 歳以上が最大に 

地域包括ケアシ

ステムの構築に

向けたスタート 

・・・・ｖ ・・・ 

第６期及び第７期介護保険事業計画以降は、「地域包括ケア計画」として位置

付け、令和７(2025)年度までの各計画期間を通じて地域包括ケアシステムを

段階的に構築してきたが、第８期計画以降は、介護ニーズが増えると見込ま

れる令和 12(2030)年、さらに、令和 22(2040)年を見据えて構築する。 

後期高齢者が 
最大に(R12) 

【 】 
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５．策定体制 

計画策定にあたり、介護保険の被保険者や保健・医療・福祉の関係者などで構成する「淡

路市高齢者保健福祉計画策定委員会」を設置したほか、市民の意見を幅広く募って計画に

反映させるため、２種類のアンケート調査及び新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下

の生活状況アンケート調査、介護施設実態調査のほか関係者へのヒアリング、パブリック

コメント（意見公募手続）を実施しました。 

（１）淡路市高齢者保健福祉計画策定委員会 

介護保険の被保険者、保健・医療・福祉の関係者、関係団体の代表者によって構成され

る「淡路市高齢者保健福祉計画策定委員会」を設置し、計画内容についてご意見をいただ

きました。 

 

（２）アンケート調査の実施 

本計画策定の基礎資料として、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」「在宅介護実態調

査」「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下の生活状況調査」を実施しました。 

 

□国が実施を推奨した調査 

 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査 

調査対象 
市内在住の 65 歳以上の方 

（要介護認定１～５までの方を除く） 

要支援１・２または要介護 1～5 の認定

を受けている市内在住で在宅の方 

配布数 1,985 件 1,000 件 

調査方法 郵送による配布・回収 

実施期間 令和２(2020)年２月 10 日～２月 25 日 

回収状況 
有効回収票：1,248 件 

有効回収率： 62.9％ 

有効回収票： 517 件 

有効回収率： 51.7％ 

 

□本市が独自に実施した調査 

 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下の生活状況調査 

調査対象 市内在住の 65 歳以上の方 

配布数 16,212 件 

調査方法 郵送による配布・回収 

実施期間 令和 2(2020)年 6 月 25 日～7 月 10 日 

回収状況 
有効回収票：7,315 件 

有効回収率：45.1％ 

 

  



 

8 

６．日常生活圏域の設定 

介護保険事業計画では、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができるよう、

日常生活を営んでいる地域を中心とし、地域特性に応じた日常生活圏域を設定することと

されています。 

淡路市では、市域を５つの中学校区に区分して、日常生活圏域を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．計画の推進 

（１）計画の進行管理 

本計画の進行にあたっては、年度ごとに目標に対する進捗状況の把握や点検・評価を行

うとともに、その課題への対応方策について協議を行い、必要に応じて施策の見直しを図

るなど適正な進行管理に努めます。また、国が設定する評価指標項目については、毎年度

の実績を把握して評価を行います。 

 

（２）関係団体及び地域生活を支える主体との連携による重層的支援体制整備推進 

社会福祉協議会や医師会、歯科医師会、民生委員児童委員、老人クラブなど保健・医療・

福祉に関わる関係団体との連携をさらに強化し、地域生活を支える関係主体とも連携し、

地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組と重層的な支援ができる体制整備を進め

ます。 

また、介護事業者との連携により、サービスの質の向上や利用者のニーズ把握、苦情対応

など適切な対応が図られるよう体制の整備に努めるとともに、地域の共助なども取り入れ

て、持続可能な地域づくりのため、関係者と工夫をして事業体制を整備します。  

津名圏域 

東浦 

圏域 

岩屋圏域 

北淡圏域 

一宮圏域 
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第２章 高齢者等を取り巻く状況 

１．人口等の状況と推計 

（１）人口 

① 総人口の推移 

令和２(2020)年10月1日現在の住民基本台帳によると、淡路市の総人口は43,145

人で減少傾向が続いています。一方、65歳以上の人口は16,352人（総人口比37.9％）

で微増しており、うち75歳以上の人口は8,885人（総人口比20.6％）となっています。 

 

区 分 
平成27年 

(2015年) 

平成28年 

(2016年) 

平成29年 

(2017年) 

平成30年 

(2018年) 

令和元年 

(2019年) 

令和２年 

(2020年) 

総人口 45,920  45,393  44,934  44,205 43,632 43,145 

40歳以上人口 30,422  30,280  30,150  29,947 29,796 29,621 

 総人口比 66.3%  66.7%  67.1%  67.7% 68.3% 68.7％ 

65歳以上人口 16,031  16,139  16,318  16,312 16,348 16,352 

 総人口比（高齢化率） 34.9%  35.6%  36.3%  36.9% 37.5% 37.9％ 

75歳以上人口 8,773  8,858  8,968  8,939 8,956 8,885 

 総人口比 19.1%  19.5%  20.0%  20.2% 20.5% 20.6％ 

資料：住民基本台帳（各年10月１日） 

 

 

② 圏域別人口と高齢化率 

令和２(2020)年10月1日現在の人口を圏域別にみると、津名が14,752人と最も多

く、次いで多い順に東浦、北淡、一宮、岩屋となっています。 

高齢化率が最も高いのは、北淡（45.1％）で、次いで岩屋（42.3％）、一宮（40.9％）

が高くなっています。 

 

区 分 津名 岩屋 北淡 一宮 東浦 市全域 

総人口 14,752 4,828 7,464 7,287 8,814 43,145 

40歳以上人口 9,647 3,490 5,604 5,234 5,646 29,621 

  総人口比 65.4% 72.3% 75.1% 71.8% 64.1% 68.7% 

65歳以上人口 4,986 2,044 3,369 2,980 2,973 16,352 

  総人口比（高齢化率） 33.8% 42.3% 45.1% 40.9% 33.7% 37.9% 

75歳以上人口 2,656 1,120 1,914 1,631 1,564 8,885 

  総人口比 18.0% 23.2% 25.6% 22.4% 17.7% 20.6% 

資料：住民基本台帳（令和２(2020)年10月１日現在） 
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③ 人口推計 

淡路市の人口推計については、平成28(2016)年から令和２(2020)年までの各年10

月1日現在の住民基本台帳の実績人口を基に、コーホート変化率法による予測を行って

います。 

この推計値によると、淡路市の総人口は、今後も減少傾向が続き、令和３(2021)年は

42,610人、団塊の世代が75歳以上となる令和７(2025)年には40,345人になると推

計しています。また、65歳以上人口も年々減少しますが、高齢化率は上昇し、令和７

(2025)年は39.2％、令和22(2040)年は41.9％に達すると見込んでいます。 

 

区 分 
令和３年 

(2021年) 

令和４年 

(2022年) 

令和５年 

(2023年) 

令和７年 

（2025年） 

令和22年 

（2040年） 

総人口 42,610 42,052 41,489 40,345 31,424 

40歳以上人口 29,385 29,115 28,844 28,288 22,758 

 総人口比 69.0% 69.2% 69.5% 70.1% 72.4% 

65歳以上人口 16,308 16,185 16,085 15,803 13,177 

 総人口比（高齢化率） 38.3% 38.5% 38.8% 39.2% 41.9% 

75歳以上人口 8,757 8,957 9,232 9,544 8,142 

 総人口比 20.6% 21.3% 22.3% 23.7% 25.9% 

（各年 10 月１日時点） 

 

（２）世帯・住居 

① 高齢者のいる世帯の状況 

65 歳以上の高齢者のいる世帯は増加傾向が続いており、平成 27(2015)年には総世

帯の 57.5％を占めています。うち高齢者単身世帯と高齢者夫婦世帯についても増加傾

向にあり、総世帯に対する割合は、県・全国と比べて高くなっています。 
 

 

総世帯 
65歳以上の高齢者のいる世帯 

 高齢者単身世帯 高齢者夫婦世帯 その他の世帯 

平成17年 

(2005年) 

17,203 9,413 2,076 2,046 5,291 

100.0% 54.7%  12.1%  11.9%  30.8%  

平成22年 

(2010年) 

17,360 9,619 2,388 2,245 4,986 

100.0% 55.4%  13.8%  12.9%  28.7%  

平成27年 

(2015年) 

17,417  10,011  2,888  2,430  4,693  

100.0%  57.5%  16.6%  14.0%  26.9%  

兵庫県 

平成27年 

2,312,284  974,748  286,374  251,689  436,685  

100.0%  42.2%  12.4%  10.9%  18.9%  

全国 

平成27年 

53,331,797  21,713,308  5,927,686  5,247,936  10,537,686  

100.0%  40.7%  11.1%  9.8%  19.8%  

  資料：国勢調査    
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② 圏域別の高齢者単身世帯の状況 

令和２(2020)年４月１日現在の高齢者単身世帯の状況を圏域別にみると、津名が

1,420と最も多く、次いで北淡、東浦、一宮、岩屋となっており、市全域の平均は、前

年比１％程度の増加でした。１人暮らしの高齢者が増えています。 

 

圏 域 津名 岩屋 北淡 一宮 東浦 市全域 

高齢者単身世帯（65 歳以上） 1,420 687 1,072 786 901 4,866 

高齢者単身世帯（75 歳以上） 930 461 633 544 606 3,174 

資料：地域福祉課調べ（施設入所含む） 

 

③ 高齢者のいる住居の状況 

平成27(2015)年の高齢者のいる世帯における「持ち家」の割合は87.8％で、県の

78.2％、全国の81.6％と比べて高くなっています。 
 

区  分 総数 持ち家 公営の借家 民営の借家 その他 

淡
路
市 

全世帯 17,417  13,013  1,647  2,199  558  

 構成比 100.0%  74.7%  9.5%  12.6%  3.2%  

高齢者のいる世帯 10,011  8,789  715  433  74  

 構成比 100.0%  87.8%  7.1%  4.3%  0.7%  

 
        

区  分 総数 持ち家 公営の借家 民営の借家 その他 

兵
庫
県 

全世帯 2,312,284  1,480,548  177,335  551,796  102,605  

 構成比 100.0%  64.0%  7.7%  23.9%  4.4%  

高齢者のいる世帯 974,748  761,838  93,907  108,606  10,397  

 構成比 100.0%  78.2%  9.6%  11.1%  1.1%  

 
        

区  分 総数 持ち家 公営の借家 民営の借家 その他 

全
国 

全世帯 53,331,797  32,693,605  2,890,756  15,108,361  2,639,075  

 構成比 100.0%  61.3%  5.4%  28.3%  4.9%  

高齢者のいる世帯 21,713,308  17,717,147  1,418,004  2,321,960  256,197  

 構成比 100.0%  81.6%  6.5%  10.7%  1.2%  

    資料：国勢調査（平成 27 年）     
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２．要支援・要介護認定者数の状況と推計 

（１）要支援・要介護認定者数の推移 

65歳以上の第１号被保険者数については増加を続けていますが、要支援・要介護認定者

数については、3,200人台で推移しています。 

 

  
平成27年 

(2015年) 

9月末 

平成28年 

(2016年) 

9月末 

平成29年 

(2017年) 

9月末 

平成30年 

(2018年) 

9月末 

令和元年 

(2019年) 

9月末 

令和２年 

(2020年) 

9月末 

第１号被保険者数 15,884 15,987 16,168 16,161 16,197 16,193 

要支援・要介護認定者数 3,318 3,241 3,195 3,248 3,284 3,271 

うち第１号被保険者 3,254 3,181 3,140 3,191 3,233 3,220 

うち第２号被保険者 64 60 55 57 51 51 

第 1 号 認定率 20.5% 19.9% 19.4% 19.7% 20.0% 19.9% 

資料：介護保険事業状況報告    

 

（２）要介護度別の要支援・要介護認定者数の推移 

要介護度別の認定状況をみると、要支援１・２の合計認定者数は、ほぼ横ばいで推移し

ています。要介護１・２の合計認定者数については減少傾向にあります。 

一方、要介護３・４・５の合計認定者数は微増傾向となっています。 

 

 要介護度別 
平成27年 

(2015 年) 

9 月末 

平成28年 

(2016 年) 

9 月末 

平成29年 

(2017 年) 

9 月末 

平成30年 

(2018 年) 

9 月末 

令和元年 

(2019 年) 

9 月末 

令和２年 

(2020 年) 

9 月末 

要支援１ 393 353 313 322 328 295  

要支援２ 401 374 354 377 401 425  

要支援１・２計 794 727 667 699 729 720 

要介護１ 679 702 689 699 705 680  

要介護２ 656 614 589 618 582 585  

要介護１・２計 1,335  1,316  1,278  1,317 1,287 1,265 

要介護３ 533 521 553 553 579 599  

要介護４ 361 395 405 413 411 426  

要介護５ 295 282 292 266 278 261  

要介護３・４・５計 1,189  1,198  1,250  1,232 1,268 1,286 

資料：介護保険事業状況報告   
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（３）年齢階級別の要支援・要介護認定者数 

令和２(2020)年９月末現在の要支援・要介護認定者数を年齢階級別にみると、年齢階級

が高くなるほど認定者数は増加し、特に90歳以上が全体の4割近くを占めています。 

認定率をみると、85～90歳未満では40％以上、90歳以上は70％近くとなっています。 

 

  要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護 3 要介護４ 要介護５ 計 

40 歳以上 65 歳未満 3  7  12  5  12  5  7  51   

65 歳以上 70 歳未満 11  11  21  20  12  9  6  90  

70 歳以上 75 歳未満 29  33  33  38  27  24  21  205  

75 歳以上 80 歳未満 50  48  76  56  43  29  26  328  

80 歳以上 85 歳未満 60  85  135  91  86  48  30  535  

85 歳以上 90 歳未満 78  122  193  160  166  93  63  875  

90 歳以上 64  119  210  215  253  218  108  1,187  

計 295  425  680  585  599  426  261  3,271 

資料：介護保険事業状況報告    

 

 

  要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護 3 要介護４ 要介護５ 計 

40 歳以上 65 歳未満 0.02% 0.05% 0.09% 0.04% 0.09% 0.04% 0.05% 0.38% 

65 歳以上 70 歳未満 0.31% 0.31% 0.59% 0.56% 0.34% 0.25% 0.17% 2.54% 

70 歳以上 75 歳未満 0.74% 0.84% 0.84% 0.97% 0.69% 0.61% 0.54% 5.23% 

75 歳以上 80 歳未満 1.75% 1.68% 2.66% 1.96% 1.51% 1.02% 0.91% 11.50% 

80 歳以上 85 歳未満 2.53% 3.58% 5.69% 3.84% 3.63% 2.02% 1.26% 22.55% 

85 歳以上 90 歳未満 3.92% 6.12% 9.69% 8.03% 8.33% 4.67% 3.16% 43.93% 

90 歳以上 3.70% 6.87% 12.13% 12.42% 14.62% 12.59% 6.24% 68.57% 

         

第１号 認定率 1.79% 2.56% 4.09% 3.55% 3.59% 2.57% 1.55% 19.69% 

資料：令和２(2020)年９月末時点〔認定率＝認定者数(介護保険事業状況報告)／65歳以上人口(住民基本台帳)〕 
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（４）要支援・要介護認定者数の推計 

要支援・要介護認定者数は、人口推計や認定率の実績値の変化等をもとに、厚生労働省

の地域包括ケア「見える化」システムを用いて推計しています。 

第８期計画期間中（令和３(2021)年～５(2023)年）の認定者数は、いずれの介護度も

ほぼ横ばいで推移するものと見込んでいます。 

 

  
令和３年 

（2021 年） 

9 月末 

令和４年 

(2022 年) 

9 月末 

令和５年 

(2023 年) 

9 月末 

令和７年 

(2025 年) 

9 月末 

令和22年 

(2040 年) 

9 月末 

要支援１ 296  296  302  311  265  

要支援２ 425  427  425  447  389  

要支援１・２計 721 723 727 758 654 

要介護１ 679  685  696  715  635  

要介護２ 587  593  605  617  562  

要介護１・２計 1,266 1,278 1,301 1,332 1,197 

要介護３ 604  609  621  634 584  

要介護４ 433  435  445  450  415  

要介護５ 264  265  271  272  245  

要介護３・４・５計 1,301 1,309 1,337 1,356 1,244 

合 計 3,288  3,310  3,365  3,446 3,095 

資料：厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システム    
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３．介護保険サービスの利用状況 

（１）受給者数の推移 

介護保険サービスの受給者数をみると、認定者数が大きく増加していないことを背景に

サービス受給者数は2,７00～2,900人台で推移しています。 

 

（単位：人） 

月平均受給者数 
平成28年度 

(2016 年度) 

平成29年度 

(2017 年度) 

平成30年度 

(2018 年度) 

令和元年度 

(2019 年度) 

居宅サービス受給者数 1,950 1,747 1,873 1,733 

地域密着型サービス受給者数 335 373 400 386 

施設サービス受給者数 588 614 649 594 

            延受給者数 2,873 2,734 2,921 2,713 

資料：介護保険事業状況報告  

 

（２）第１号被保険者１人あたり給付費の推移 

居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービスの給付費累計を、年度末現在の第

１号被保険者１人あたりの費用に換算すると、各年度27万円台で推移しています。 

 

（単位：千円） 

  
平成28年度 

(2016 年度) 

平成29年度 

(2017 年度) 

平成30年度 

(2018 年度) 

令和元年度 

(2019 年度) 

居宅サービス給付費 2,030,647 1,979,375 1,928,138 1,956,129 

地域密着型サービス給付費 622,732 678,337 672,106 680,177 

施設サービス給付費 1,698,172 1,804,572 1,800,364 1,822,943 

 給付費累計 4,351,551 4,462,284 4,400,608 4,459,249 

第１号被保険者 1 人あたり給付費 270 276 272 275 

第１号被保険者１人あたり給付費＝給付費累計÷年度末第１号被保険者数 
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「活躍を支援します」 

第３章 高齢化を歓迎できる高齢者福祉施策推進 

～ウェルカム高齢化～ 
 

高齢化が進む淡路市では、活力がみなぎる元気な高齢者が増加しています。 

令和２(2020)年に開催した「地域支援事業市民フォーラム」において、「社会的な役割

のある高齢者は認知症になりにくい」とした講演があり、多くの市民が社会活動に参加す

ることで元気を維持できると期待を胸にした事と思います。 

もはや、高齢者は従来の高齢者のイメージではありません。高齢者福祉施策のあり方は

大きな転換期を迎えています。人生100年時代、活力を持って前進する市民の「元気の素」

を、高齢者福祉を推進する大きな力として支え、高齢化を歓迎できる地域づくりを進める

ことが、誰もが暮らしやすいと感じられるまちとなり、安心安全の共生社会の実現へとつ

ながることとなります。 

     

１．ウェルカム高齢化 高齢化する地域は頼もしい 
～頼もしさが増す淡路市 幸せに暮らすまちづくり展開～ 

 

高齢者が、幸福感を感じながらまちで暮らしていけるよう、地域の問題を把握及び集約

して地域ニーズとしてとりまとめ、高齢者の新たな「活躍の場」と「活動が創出できる地域

づくり」に活用して事業を展開していきます。 

高齢者がこれまでに得た知識や経験を活かして地域と関わり、私たちの身近な場所で目

標や生きがいとともにいきいきとした姿で日常に寄り添ってもらえることは、とても頼も

しく、地域にとっての大切な力となります。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査において「地域活動に関心がある（607人/1,248

人）」「地域のお世話役をしたい（359人/1,243人）」と回答した高齢者が多数いることか

らも高齢者の社会活動への関心や意欲はますます高まっているものと考えられます。 

 

※ウェルカム高齢化とは 

高齢者が地域社会を支える頼もしい存在として、その力を最大限に引き出せるような活

動が生まれる仕組みづくりを推進します。高齢者の多様な機会づくりと場の創出確保に努

め、より多くの高齢者が活躍できる地域づくりを推進します。 

高齢者福祉施策でしっかりと受け止めて、元気を維持できる地域づくりを共に考え、活

動を支援し、次世代に素晴らしい状態でまちを引き継げるようにします。 

体力低下が避けられない状態になったとしても、それを受け入れて、地域支援事業など

を利用しながら幸せな暮らしを継続できるよう、各個人の状態に合わせた生活形態を提案

し、個人と地域をつないで暮らしの維持を図ります。  
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２．ウェルカム高齢化施策 
 

（1）活動できるまちづくり 

① 老人クラブ活動の推進 

淡路市老人クラブ連合会は、多様な社会活動を通じて老後の生活を豊かなものにする

とともに、明るい長寿社会づくりに資することを目的として、「健康・友愛・奉仕」の三

大運動、地域における清掃活動や閉じこもり・孤立化を防ぐため訪問活動等の奉仕活動

に励み、グラウンドゴルフをはじめ、いろいろなスポーツによる健康づくり活動を行っ

ています。 

今後も、新規会員の加入促進を強化し、地域活動を支援する核組織として集結力を高

めることや、地域共生社会の推進力として活動できる体制整備を支援して、老人クラブ

活動の自立の維持と活動展開のための可能な支援を行います。 

 

 平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

クラブ数 124 119 118 

会員数（人） 6,090 5,490 5,292 

（各年 4 月 1 日現在） 

 

② ウェルカム高齢化の推進 

頼もしい高齢者として地域活動ができるよう、関係者連携を推進して仕組みや体制整

備を支援します。また、地域活動においては、地域や介護事業者等関係と連携した多世代

交流を推進し、子どもたちと高齢者が関わり、日常的に慣れ親しめる関係づくりを進め、

介護業務への関心を高めるなど将来の人材育成につなげます。 

 

③ スポーツ活動の推進 

スポーツ活動を通じた健康の保持及び増進を図ることができる環境づくりとして、老

人クラブを中心としたゲートボールやグラウンドゴルフ、囲碁ボール等の活動や淡路市

体育協会登録団体による各種スポーツ活動を支援しています。 

 

④ 就業の推進 

高齢者が健康で安心して働けるような環境整備を推進し、シルバー人材センターの活

動を支援します。  
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（２）学び続けるまちづくり 

学ぶ意欲の高い高齢者が増加しており、学び続けられる環境整備の必要性が高まってい

ます。本市では、拠点公民館（津名・岩屋・北淡・一宮・東浦）において、高齢者大学とし

て多様な高齢者向け講座を開講するなど充実を図っています。 

 

拠点公民館で実施している講座内容（令和２(２０２０)年度） 

公民館名（講座名） 内  容 

津名公民館 

（しづか学園） 

料理、グラウンドゴルフ、コーラス、山野草／盆栽、民謡、カラ

オケ、書道、ヨガ、野外学習、講演、交流会、年忘れの集い、人

権ビデオ、ペタンク、健康教室、ウォーキング教室、囲碁ボール 

岩屋公民館 

（絵島学園） 

大正琴、囲碁ボール、社会見学（工場見学）、まんじゅう作り、

手芸教室、小学生と交流、フラワーアレンジメント、人権学習、

三味線、講話 

北淡公民館 

（北淡いきいき大学） 

講演、島内視察研修、人権映画鑑賞、フラワーアレンジメント、

折り紙 

一宮公民館 

（いちのみや学園） 

講演、健康体操、スポーツ吹矢、竹細工、島内視察研修、ちぎり

絵、フラワーアレンジメント、蛍かご作り、落語 

東浦公民館 

（ふれあい学園） 

講演、施設見学、人権学習、3B 体操、手芸、島外一日視察研修、

フラワーアレンジメント、おやつづくり、マスコットづくり、防

災講話 

 

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下での暮らしの経験から、日常生活や社会活動

を維持していくため、情報機器利用の機会や活用の必要性が高まったこともあり、情報機

器やスマートフォンに対応した講座開催要望があることや、IoT 及び ICT 活用による健康

づくりや予防事業を推進していることから、高齢者がスマートフォンなどの情報機器を使

いこなして地域社会で活躍できるよう、学習と活躍の場を設けていきます。 
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（3）外出・移動できるまちづくり 

岩屋地域、長澤地域、山田地域等で実施されているコミュニティバスは、高齢者の生活

にとって重要な移動の手段となっています。 

また、令和2(2020)年10月１日より、淡路市生活観光バス「あわ神あわ姫バス」の運行

路線が新しくなり、公共交通機関での地域内移動がしやすくなりました。 

外出・移動しやすいまちづくりをすることは、高齢者の元気維持としても有効なことで

介護予防になります。また「緊急事態宣言下の生活」に関するアンケートからも、外出の

機会が多い人ほど幸福度が高い傾向であることがわかりました。 

高齢者の外出及び移動のしやすさの確保への対応は、住みやすい安全・安心なまちづく

りとなります。地域実情や特性を踏まえて、子どもから高齢者まで、住み慣れた地域で暮

らしていくための交通手段が拡大できるように、交通部局やまちづくり担当部局と情報共

有し、住みやすい地域づくりを推進します。 

このほか、ニーズ調査において、外出が減る要因に「耳が聞こえにくい」と回答した高

齢者がおり、75歳以上になると、「聞こえ」を理由として外出をしなくなる高齢者が増加

することもわかりました。「聞こえ」は認知症の発症や進行にも影響する可能性があるため、

自身の「聞こえ」を意識しながら、認知症の兆候にも早く気づけるよう意識することも大

切です。 

  



 

21 

３．ウェルカム高齢化を支える安全・安心への取組 
 

淡路市は、自然環境に恵まれている一方、台風などの自然災害を受けやすい地域です。 

平成 7(1995)年１月に発生した阪神・淡路大震災のほか、幾度となく台風被害なども経験

してきました。非常事態にあっては、日常生活を経ての相互の情報共有が重要であること

を多くの人が認識しています。 

年齢、性別、障がいの有無などに関係なく、安心で安全なまちづくりを進めるために、公

共施設や、道路、公園、病院、交通機関等について、ユニバーサルな視点の取組を推進、啓

発を進めます。 

また、令和 2(2020)年１月に発生した新型コロナウイルス感染症は、暮らしの基盤を揺

るがす非常事態となり、新しい形態での生活を余儀なくされました。触れ合いを大事にし

てきた地域においても、非接触・非対面の生活様式が導入され、これまで大事にしてきたこ

とが有効に作用しないことも経験しました。非常事態にあっても、地域の関係を維持して

日常生活を支えていけるよう、情報機器やデータ活用もしながら、市民の安全・安心の暮ら

しを維持します。 

 

①安全・安心の取組  

事業名 内  容 

避難行動要支援者名簿の

整備 

災害発生時に対応できる地域の防災体制を整備し、ひとり暮ら

し高齢者等の安全・安心の確保を図ることを目的として、災害が

発生した際に、家族等の援助が困難で、何らかの助けを必要とす

る避難行動要支援者名簿の整備を行っています。 

また、避難行動要支援者名簿を活用した、地域における避難支

援プラン・避難支援マップの作成や、要援護者、避難支援者、町

内会、民生委員児童委員、医師会、福祉施設、自主防災組織等を

含めた防災訓練、登録者の状況確認等を進めていきます。 

交通安全対策の推進 

警察等関係機関と連携を図り、高齢者に対する交通安全教室や

高齢運転者講習の受講勧奨等、交通安全対策を推進していきま

す。 

消費者被害の防止 

淡路県民局消費者センターが中心となり、「淡路くらしの安全・

安心ネットワーク会議」を設立し、高齢者の消費者被害の拡大防止・

未然防止を図っています。これらの取組や情報を、民生委員児童委

員、介護支援専門員、訪問介護員等に提供し、高齢者やその家族に

伝え被害を未然に防げるようにします。 

災害や感染症対策にかか

る体制整備 

要介護者の避難対応として、庁内連携のほか介護事業所などの

事業者や関係者と連携して、避難行動を想定した研修訓練などを

行います。また、市内の介護支援専門員と連携し、在宅で暮らす

高齢者の避難行動要支援者の把握から、避難のための個別支援計

画を作成し、地域の支援者（民生委員、消防団員など）と避難訓
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事業名 内  容 

練を実施します。近隣や地域の助け合いにより安全に避難ができ

るよう、地域力の向上を推進します。 

在宅介護者の防災体制や感染症対策についても、罹災した場合

に必要となる生活環境を考慮し、避難所運営などに必要となる物

資や人材配置を検討します。 

介護事業所等における災害及び感染症の発生時に必要となる

物資の備蓄状況や調達手段、輸送体制等の情報を整理し、緊急時

に速やかに動ける体制の準備をします。 

平時から関係者との連携を図り、定期的に会議を開催するほ

か、 ICTやオンライン活用を積極的に推進し、感染症対策をしな

がら、非常時に関係者の情報を集約し、共有できるようにします。 

 

②暮らしを支えるための取組（所得要件・身体要件等あり） 

事業名 内  容 

外出支援サービス事業 

一般の交通手段を利用することが困難な高齢者等を、移送用車

両（リフト付車両・ストレッチャー装着車等）で、居宅と医療機

関との間を送迎します。利用者のニーズを踏まえて事業の維持を

します。 

軽度生活援助事業 

在宅生活の維持継続において、公的援助を必要とする高齢者世

帯に、軽度生活援助員を派遣し、軽易な援助を行います。（要支

援・要介護認定者は除く）。 

老人日常生活用具給付等

事業 

要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者に対し、日常生活維持の

ため、火災警報器、自動消火器、電磁調理器を給付、高齢者用電

話を貸与します。 

人生いきいき住宅助成事

業 

居住する住宅の居室等を改造するための経費として100万円

を上限に、介護保険制度や障がい福祉制度から助成される 20 万

円を控除した額を助成します。 

福祉タクシー等利用助成

事業 

住民税非課税及び自動車税・軽自動車税の減免を受けていない

世帯に属し、70歳以上の高齢者及び要介護認定者に年間9,600

円、障がい者に年間19,200円を限度として、タクシー等乗車ご

とに半額の料金を助成します。 

緊急通報システム等整備

事業 

在宅高齢者等が、急病や事故等により緊急に援助を必要とする

場合、機器によって緊急通報センターに通報ができ、あらかじめ

組織された地域協力体制によって、速やかな援助を行う、無線発

報機を貸与します。 
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事業名 内  容 

高齢者の達者で長生き運

動支援事業 

高齢者の健康増進、認知症予防、ひきこもり予防を目的として、

積極的な外出の機会を増やすため、温泉施設やプールの利用料金

を支援します。効果をみながら実施を検討していきます。 

（令和２（2020）年 10 月現在） 

 

③安心住まいの取組 

高齢者が安心して快適な生活を営むことができるよう、以下の施設等の状況や情報を

収集し、入所の相談や情報提供に努めていきます。 

 

事業名 内  容 

養護老人ホーム 

概ね65歳以上の高齢者で、環境上または経済上の理由により、

各種福祉サービス等を利用しても、在宅において生活することが

困難と認められた方が入所できる施設です。 

養護老人ホーム北淡荘  定員 168 名 

ケアハウス 

原則60歳以上の方で、身体機能の低下または高齢のため、独立

して生活するには不安がある高齢者が、自立した生活ができるよ

う配慮された施設です。 

津名やすらぎの里    定員 50 名 

東浦エルベ       定員 80 名 

有料老人ホーム 

食事の提供やその他の日常生活に必要な便宜を提供する施設

です。 

高齢者安心住宅サザンクロス 定員 182 名 

ほほえみの郷         定員 58 名 

サービス付高齢者住宅 

見守りや生活相談などのサービスを受けながら生活を送る、バ

リアフリー化された賃貸住宅です。 

レジデント東浦       定員 19 名 

ケアビレッジくるま花水木    定員 30 名 

サービス付き高齢者住宅いきいき 定員 18 名 
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「幸せな時間を長くします。受けとめてつなげます。活躍を支援します。」 

第４章 地域支援事業の推進 

～より身近な地域包括ケアシステムへ～ 
 

住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、それぞれがもつ力を引き出して見守りな

がら、生活の見通しをたてられるようにするのが地域包括ケアシステムです。 

医療・介護・予防・住まい・生活支援などの暮らしの基盤サービスを、切れ目なく一体的

に必要な人に届けることをお手伝いします。 

第６期及び第７期計画から、生活の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護の

みならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスを包括的・継続的に提供できる

よう「地域包括ケアシステム」の確立をめざして取り組んできました。 

現在、地域包括システムには様々な主体が関係し、つながり、生活を支援するネットワー

ク機能をもつ組織として、認識されるようになってきました。 

これまでの取組を継承し、充実・加速化することはもちろん、第 8 期計画では、さらな

る機能向上として、高齢者の地域活動を推進し、自立支援や介護予防・重度化防止を進め

ることにも取り組み、予防や健康維持を図って元気を維持できる地域づくりをしていきま

す。 

これまでの地域のつながりを基にして関係者を増やし、相談や支援ができる力をさらに

大きくして市民を受けとめられるように、たくさんの関係者で見守って、包み込んで安心

を感じていただけるよう、身近な地域包括ケアシステムとしての役目を果たします。 

 

【地域包括ケアシステムのイメージ図】 
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かみ 100 

しゃき 100 

いき 100 

健康料理教室 

地域支援事業とは？ 

高齢者がそれぞれの今ある力を発揮して、お互いに見守り合いながら、住み慣れた地域

で安心して暮らし続けるため、要介護(要支援)状態となることを予防するとともに、要介護

状態となった場合でも、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援する事

業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

   

１．介護予防事業・日常生活支援事業（幸せな時間を長くします） 

地域とのつながりを大事にしながら、元気な暮らしの維持を効果的に推進し、支援が必

要になりつつある人、支援が必要な人の暮らしを地域でともに支える事業です。 

代表的なものに「いきいき100歳体操」があり、令和２(2020)年10月において実施会

場数は125会場、登録者数は、2,800人を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきいき100歳体操会場を保健師・管理栄養士・セラピスト・歯科衛生士などの専門職

が訪問し、参加者の健康状況を把握して健康指導を実施します。 

主なものとして、年１回以上の自身の体力（歩行力）測定や健康指導、問診等により、生

活リハビリが必要と見受けられる場合は、短期集中予防サービスにつなげるなど、地域で

の健康づくりの場として期待されています。特に、淡路市 IoT ヘルスケア事業を推進して

きた結果、「いきいき100歳体操」には、社会保障費を抑制する効果があることがわかって

地域とのつながりを大事にしなが

ら、元気な暮らしの維持を効果的に

推進し、支援が必要になりつつある

人、支援が必要な人の暮らしを地域

でともに支える事業です。 

 

医療や介護関係者のほか、暮らし

の継続に必要な支援のため、各処

の専門家とも連携し、高齢者のケ

アマネジメントを専門的、総合的

に支援する事業です。 
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おり、今後は参加者自身が効果を体感できるよう、数値を用いながら目標をもった健康づ

くりができるよう工夫します。 

また、介護予防にかかわる専門職の専門性向上のため、地域リハビリテーション活動支

援及び口腔機能向上研修に取り組むほか、介護予防把握によって、閉じこもりがちな高齢

者の情報を収集把握し、介護予防事業と連携できるようにするなど、高齢者の交流促進を

支援します。 
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～横断的に推進する方向性～ 

地域包括ケアシステムを充実させるために、第８期計画では、高齢者の地域活動を推進

し、自立支援や介護予防・重度化防止を進めることで、元気を維持できる地域づくりを加

速していきます。これまでの事業計画を踏まえ、ここでは、「元気を維持できる地域づくり」

のために、第８期計画に介護予防事業として横断的に取り組む施策のポイントを示します。 

 

（1）通いの場を活用した「元気を維持できる地域づくり」の充実 

淡路市民が主体的に取り組んでいる「いきいき100歳体操」は、元気を維持できる地

域づくり拠点として、全国で注目されている「通いの場」の成功例といえます。第８期

計画では、この体操を中心に、幅広い市民が参加できるよう、通いの場のさらなる充実

を図ります。 

これまで、淡路市でいきいき100歳体操に継続して参加している高齢者について、フォ

ロー調査をした結果、参加していない人に比べて要介護2以上になる比率が小さく、介護

予防に効果があることがわかってきました。 

第８期計画では、こうした効果検証をさらに進め、エビデンスを蓄積し、より効果の

ある介護予防施策となるよう、通いの場の充実と介護給付費の適正化を連動して進める

体制整備に取り組みます。通いの場を含む介護予防・重度化防止による効果目標を設定

し、介護給付費の適正化効果を活用して、さらなる予防施策の推進と充実化を図る、循

環の仕組みを構築していきます。 

さらに、令和２(2020)年度から高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業を開始

し、保健師・管理栄養士による骨折予防を含めたフレイル予防のアプローチを実施して

います。健康状態が不明な高齢者に対し、状態把握を行い、必要なサービスへ結びつけ

ることを目標とし、個別訪問等を行っています。 

また、いきいき100歳体操やまちぐるみ健診会場においては、骨折率の抑制・骨折を

含めたフレイル予防を理解する住民が増加することを目標とし、健康教育や個別相談を

実施しています。 
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（2）産官学連携で元気を維持する仕組みづくり 

淡路市の通いの場では、体操をするだけでなく、歩行レベルを測定し、高齢者の状況

把握のための問診等を実施してきました。第８期計画では、これらの取組をさらに進め、

通いの場を通じて、さらに元気を維持できる仕組みづくりを進めます。 

通いの場では、身体的な課題に応じて目標をもって運動するため、自分の歩行レベル

を定期的にチェックし、効果的な運動習慣の定着をめざします。 

また、測定結果などのデータ収集における「ICT 活用」、参加継続や健康づくりを進め

る「健康ポイント」、活動をサポートする「人材育成」では、民間企業と連携する一方、

地域のリハビリテーション専門職等教育機関との協力関係を強化します。 

さらに、歩行レベルの測定結果から、必要と判断されれば適時に短期集中予防サービ

スなどにつなげるなど、介護予防事業と一体化した事業の展開に努めます。 

 

（3）健康データの整備 

第８期計画では、「元気を維持できる地域づくり」に欠かせない健康データの整備を進

めます。前述のデータに加え、高齢者の状況把握のための問診データ等により、現状や

課題を明らかにしつつ、住民一人ひとりを適時に支援するためには欠かせない貴重な情

報を経年的に蓄積し、地域包括ケアシステムに関わる関係者が、有効に利活用できる仕

組みの整備に取り組みます。 

この健康データ基盤は、介護予防に限らず、疾病予防・重症化予防、高齢者の保健事業

と介護予防の一体的実施など、地域包括ケアシステム全体を支える基盤として強化して

いきます。 
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医療と介護をつなぎます 

２．包括的支援事業（受けとめてつなぎます、活躍を支援します） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域包括支援センターの運営（受けとめてつなぎます） 

① 高齢者の総合的な相談窓口（総合相談業務） 

主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師等の専門職が中心となって、日常生活維

持のため、地域資源と相談者をつなぎ、自身の持つ力を引き出しながら、地域で暮ら

す支援をします。また地域包括支援センターのブランチとして、地域の窓口に千鳥会

在宅介護支援センター、聖隷在宅介護支援センター淡路、かおりの丘在宅介護支援セ

ンターの３か所に委託し、相談体制の強化に取り組みます。  

３）在宅医療介護実現 

2）地域ケア会議 

４）認知症総合支援 

1）地域包括支援センターの運営 

主任介護支援専門員・社会福祉士・保健師 

①高齢者の総合的な相談窓口 

②介護予防のマネジメント 

③ケアマネジャーへの支援 

④権利をまもる 

４
つ
の
機
能 

本人らしい暮らしを 

みんなで支えます 

 

地域の問題に「つながる力」

で対応します 

会議

福祉機
関

医療機
関

各種団
体

行政機
関

地域活
動者

５）生活支援体制整備 

「話し合い」と「あつまり」で地域

に「元気の素」を生み出します 
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② 介護予防のマネジメント 

要支援状態でも本人のできる能力を引き出し、その人らしい生活ができるよう自立

支援を促し、介護予防に取り組みます。 

 身体状況の悪化を防ぎ、自立した日常生活が継続できるように、介護予防支援を行

い、介護予防サービス等を適切に利用できるよう、十分にアセスメントし、希望する

生活が長く続けられるように支援していきます。 

 

③ ケアマネジャーへの支援 

ケアマネジャーを対象に、連絡会や研修会を定期的に実施し、事業所間連携、多職

種連携のネットワークづくりに取り組み、また、ケアマネジャーからの相談対応を行っ

ています。事業所代表者や主任介護支援専門員を対象に連絡会を実施し、地域づくり

や人材育成に取り組みます。 

  

④ 権利擁護事業 

認知症等で成年後見制度の利用が必要な方への対応や高齢者虐待の防止、消費者被

害の防止を図っています。高齢者が地域において尊厳のある生活を維持し、安心して

暮らせるために、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のために必要な支援

を行えるように、地域連携ネットワークを構築し、その核となる中核機関を設置しま

す。 

 

（2）地域ケア会議（「つながる力」で対応します） 

専門職に加えて、地域の住民代表である民生委員による視点を交え、高齢者個人に

対する支援の充実と、その人を通し、地域の実情に応じた他職種協働や地域づくりを

めざしています。高齢者に関わる人たちが、住み慣れた自宅で生活できるよう、自立

支援の視点で検討を行っており、特に５つの機能の充実を図りながら進めています。 
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ケア会議に求められる5つの機能 

（機能1）個別課題の解決 

個別の事例に対して、見える化に努め、出席者全員と情報を共有し、事例への対応

や解決に向け、それぞれの専門性を発揮し、アセスメント力を高めます。 

また、検討内容は翌月に事例の振り返りができるよう工夫を行います。 

     

（機能2）地域包括支援 ネットワークの構築 

各地域で住み慣れた場所で継続して生活が送れるよう、関係機関と協議を進め、連

携が高められるよう推進します。 

とりわけ、地域ケア会議で協議する中で、自助努力を基本にしながら、介護保険を

中心としつつ、保健・福祉・医療の専門職相互の連携、さらにはボランティア等の住民

活動など、インフォーマルな活動を含めた、地域の様々な「力」を集め、ネットワーク

化を進めることにより高齢者を包み込む社会（地域包括ケア）づくりをめざします。 

また、淡路市内の保健・福祉・医療の専門職の相互の連携の充実を図るため、令和元

(2019)年度に設置した「高齢者ケアシステム担当者会議」を各会議の推進会議として

機能させ、「健康で安心して住み続けられるまち」に向け、実験事業等の環境整備や政

策化を推進します。 

      

（機能3）地域課題の発見 

個別事例を検討する中で、課題に対する意見が出てきています。市全体の課題とし

て、独居や高齢者世帯への支援や閉じこもりや障がいのある世帯等、多様な世帯への

支援が見えてきています。そのため、外部機関との協力支援だけでなく、行政内の他

課との協力、共働も不可欠となっています。課題だけでなく、地域の良さも共有しま

す。  

 

（機能4）地域づくり資源開発 

既存する「いきいき100歳体操」や「サロン」「家族会」等、各地域で開催されてい

る会場の様子について情報共有しながら、新たな取組や展開ができないか検討し取り

組みます。 

 

（機能5）政策の形成 

個別事例の課題分析等を蓄積することで、地域に共通した課題を明確にできます。 

地域ケア会議で出た課題は、再度、専門職部会（高齢者ケアシステム担当者会議）で

振り返り、資源の見直しや開発に向けての根拠などを整理して共有します。 

政策立案に向けて地域診断や分析と併せて検討しており、移動しやすいまちづくり

仕組みについても現状把握及び施策実現の可能性や対応策を検討します。 
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（3）医療・介護連携推進事業（医療と介護をつなぎます） 

高齢者は加齢に伴い、慢性疾患による受療の増加、複数疾病の発症、要介護、認知症

発生率が高まる等の特徴があり、医療と介護の両立を必要とすることが多くなります。

75歳以上人口が最大になると見込まれる令和12(2030)年までには、医療と介護の両

方を必要とする状態の高齢者に対して、地域の医療・介護の関係団体が連携して、包括

的かつ継続的な在宅医療と介護を一体的に提供するために必要な支援を行うことが求

められています。 

 

本市では、平成29(2017)年４月から、国が示す８つの事業（①地域の医療・介護の

資源の把握、②在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討、③切れ目のない在宅

医療と在宅介護の提供体制の構築推進、④医療・介護関係者の情報共有の支援、⑤在宅

医療・介護連携に関する相談支援、⑥医療・介護関係者の研修、 ⑦地域住民への普及啓

発、⑧在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携）を基礎として、淡路市医師会

に設置した淡路市医療介護福祉連携支援センターを、地域の在宅医療連携拠点として、

地域の医師、歯科医師、薬剤師、看護職、介護支援専門員等の多職種との協働による在

宅医療の支援体制を構築し、地域における包括的かつ継続的な在宅医療の提供をめざし、

以下のことについて取り組んでいます。 

 

【在宅医療に関する相談窓口】 

医療・介護・福祉の専門職の方の相談窓口として取り組み、在宅療養に関わる際に

生じた問題等について、アンケートの実施や医師と身近に相談しあえるケアカフェを開

催し、意見交換できる場を設けています。今後は ACP（アドバンスケアプランニング）

＝人生会議について考え、在宅医療介護について、さらに進めていくことを検討します。 
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【医療・介護・福祉関係者への研修】 

センター設置１年目は専門職からのアンケートにもとづき、回答形式で研修会を開催

しました。その後は摂食嚥下障害の理解や急変時の対応として、救急要請や AED を

使って心肺蘇生法について講義と実技を実施し、今後も心肺蘇生法については継続研修

としています。 

また、他職種連携を図る中で、研修内容を4つの場面に想定して連携を進めています。

①入退院時支援、②日常の療養支援、③急変時の対応、④看取りの場面と、他職種の互

いの役割や在宅医療の担い手確保について検討します。 

入退院時支援として、淡路島内共通の退院支援ルールを洲本健康福祉事務所と三市地

域包括支援センターが協働し、毎年メンテナンスを実施しています。実際に使用する現

場の専門職等と意見交換を行い、運用の検討と充実を図っていきます。 

令和２(2020)年度においては、新型コロナウイルスによる影響で集会研修が困難と

なり、今後の研修は WEB 等のインターネットを活用し、在宅医療介護に携わる専門職

が必要とする研修や最新情報を提供しながら、在宅医療介護の支援ができるよう取り組

んでいきます。 

 

【地域住民への普及啓発、地域の医療・介護の資源の把握】 

医療と介護の機関が一体となったパンフレットやホームページでの閲覧が可能にな

るよう、資源や情報の見える化に努めます。 

住民普及啓発では、地域支援事業講演会（市民フォーラム）を活用し、講演会の内容

を淡路市医療介護福祉連携支援センターに相談しながら、住み慣れた地域でいきいきと

生活できるような内容を企画し取り組んでいきます。 
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（4）認知症施策（本人らしい暮らしをみんなで支えます） 

認知症高齢者が、住み慣れた地域で尊厳を保ちながら穏やかな生活を送り、家族も

安心して社会生活を送ることができるよう、地域における支援体制の強化・充実が必

要です。 

令和元(2019)年６月にとりまとめられた「認知症施策推進大綱」を踏まえ、認知症

の早期発見・早期対応のために住民の理解を深め、「認知症バリアフリー」に取り組む

とともに、認知症の症状の進行に応じて、保健・医療・福祉・介護の各サービスによる

適切かつ継続的なケアを推進します。 

また、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望をもって日常生活を過ごせる

社会をめざすためには、地域での見守りや声掛けによる支え合いが重要であり、チー

ムオレンジと呼ばれる、認知症の方とその家族、地域の認知症サポーター、専門職サ

ポーター等による、チームで支えていける地域づくりを進めていきます。 

認知症の方が地域とのつながりを継続し、社会参加をしながら暮らしていけるよう、

集える場として、認知症カフェやチームオレンジを今後も増やしていき、認知症になっ

ても安心して暮らせる地域づくりに引き続き取り組んでいきます。 

認知症の兆候をいち早くとらえ、早期に対応が開始できるよう、医療機関との連携

をはじめ、見守り・訪問体制、連絡・相談体制を充実させるとともに、地域の認知症へ

の理解を深め、認知症高齢者を支えることができる地域づくりを進めていきます。 

 

① 普及啓発・本人発信支援 

認知症サポーターの養成等を通じた、認知症に関する理解促進をはじめ、相談先の

周知、認知症の本人からの発信支援に取り組みます。 

 

（ア）認知症に関する理解啓発 

認知症サポーター養成講座を、今後も継続して開催するとともに、サポーターの

活動として、認知症の高齢者のために、活動ができる体制整備をめざします。 

また、支え合うやさしいまちづくりの実現をめざし、民間企業や子どもたちにも

養成講座の開催を推進します。 

 

（イ）本人や家族、認知症サポーター等のメッセージ発信 

広報のほか、講座や催しなどの機会をとらえて、認知症の本人や家族、認知症サ

ポーター等のメッセージを発信します。 

また、認知症への不安を感じている人や診断を受けた人（特に診断後間もない人）

を対象に、本人などのメッセージ、相談窓口や認知症カフェなどの居場所などにつ

いて情報提供を行います。 

 

（ウ）本人ミーティングの開催 

認知症の本人が集い、本人同士が主になって、自らの体験や希望、必要としてい

ることを主体的に語り合うミーティングの取組を推進します。 
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② 認知症の予防、認知症の早期診断・早期支援体制の充実 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果によると、物忘れが多いと感じる割合は、

50%を超えています。また、在宅介護実態調査の結果によると、主な介護者が不安に

思う介護は、「認知症状への対応」が「夜間の排泄」に次いで２番目に高くなっており、

認知症施策を重点的に進めていく必要があります。 

認知機能低下のある人（軽度認知障害を含む）や認知症の人に対して、早期発見・早

期対応が行えるよう、かかりつけ医、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、

認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター等のさらなる質の向上や連携強

化を図ります。 

 

（ア）認知症初期集中支援推進事業 

平成24(2012)年度から取り組んできた「認知症早期介入支援事業」をもとに、地

域包括支援センターに医療と介護の専門職で構成された「認知症初期集中支援チーム」

を設置し、認知症の人やその家族の早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築をめ

ざして支援しています。 

この支援チームは、認知症が疑われる人や、認知症の人及びその家族を訪問し、

認知症サポート医やかかりつけ医、その他必要な専門職と連携しながら、家族支援

などの初期の支援を集中的に行うことで、対象者が必要な日常支援や日常診療に結

びつくようにします。 

同時に、保健・医療・福祉に携わる関係者等から構成される「認知症初期集中支援

チーム検討委員会」で、地域の関係機関や関係団体とともに事業の推進を検討して

いきます。 

 

（イ）認知症地域支援推進員等設置事業 

医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐコーディネーターとしての

役割を担う認知症地域支援推進員を平成27(2015)年度に配置しました。今後も推

進員を中心としたネットワークの強化を図ります。 

 

（ウ）認知症の人の介護者への支援 

認知症の人とその家族、地域住民、専門職の方など、様々な方が自由に集い、交流

や情報交換を行い、認知症についての理解を深めることで、認知症になっても安心

して地域で生活できるように、人や地域とのつながりを結ぶため、認知症を支える

家族の集い、認知症カフェの取組を支援します。 
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【認知症を支える家族の集い】 

名称 日程 時間 会場 

ひまわりの会（津名認知症の

人をささえる家族の会） 

１回／月 

基本第 1 水曜 

13：00～ 

15：00 

地域支えあいセンター つな

（津名社協） 

淡路市志筑 3119-1 

かもめの会（いわや認知症を

支える家族のつどい） 

１回／月 

基本第 2 水曜 

13：30～ 

15：30 

岩屋保健センター 

淡路市岩屋 1514-18 

認知症の方を介護されている

みなさんのつどい（北淡） 

１回／月 

基本第 2 水曜 

13：00～ 

15：00 

北淡総合福祉センター 

淡路市浅野南 2-40 

認知症を支える家族のつどい

（一宮） 

１回／月 

基本第 2 月曜 

10：00～ 

11：30 

ゆうゆうライフ 

（一宮社協） 

淡路市北山 712 

東浦介護者の会  
１回／月 

基本第２木曜 

13：30～ 

15：00 

久留麻老人福祉センター 

淡路市久留麻 1894-1 

 

【認知症カフェ・集い場】 

名称 日程 時間 会場と実施機関 

おひさまＣａｆｅ 
１回／月 

基本第 4 水曜 

11：00～ 

15：00 

センターサロン寄り道 

（イオン淡路店１階） 

淡路市志筑新島 10-2 

つどい場あじさい 
１回／月 

基本第 4 金曜 

11：00～ 

14：00 

尾崎ふれあい交流広場 

（旧尾崎保育園）  

淡路市尾崎 1786       

ぷらっとカフェ 
1 回／週 

毎週金曜 

14：00～ 

15：30 

あわじ荘シルバーサポートのじま 

淡路市野島蟇ノ浦 681-2 

カフェうっとこ 
年 6 回 

偶数月・第４金曜 

12：00～ 

15：00 

久留麻老人福祉センター 

淡路市久留麻 1894-1 

ほがらかカフェ 
１回／月 

基本第 3 水曜 

13：30～ 

15：00 

特別養護老人ホームあわじ荘 

淡路市野島貴船 229-1 

あんこカフェ 
１回／月 

基本第 3 水曜 

13：00～ 

15：00 

みりおん 

淡路市岩屋 1039-1 

 

③ 認知症サポーター養成講座 

小・中・高校生から地域、職域のあらゆる機会をとらえて、認知症サポーターの養成

を行っています。平成19(2007)年から開始した「認知症サポーター養成講座」の受

講者数が、令和２(2020)年10月に、延べ7,171人に達しました。 

本市では、「認知症サポーター養成講座」の講師役を務めるキャラバン・メイト101人

と認知症サポーターの合計が、人口の16％を超えており、兵庫県全体の平均９％を上回っ

ています。（全国キャラバン・メイト連絡協議会資料、令和２(2020)年９月末現在） 
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地域での開催とともに、小中学校や高校、事業所を対象とした認知症サポーター養

成講座の開催をさらに進め、若い世代や幅広い市民のサポーターを増やし、地域全体

で認知症の人とその家族を温かく見守る地域づくりに努めます。 

キャラバン・メイト連絡会の開催により、認知症サポーター養成講座の情報交換や

企画を行い、多職種多機関で相互に連携しながら進めていきます。 

また、認知症サポーター交流会（ステップアップ講座）を開催し、認知症サポーター

が得た知識や経験を生かした自主的な活動につなげます。 

 

④ 淡路市高齢者等の見守り・ＳＯＳネットワークの構築 

平成28(2016)年11月から開始した淡路市高齢者 SOS ネットワーク事業は、認知

症などの病気により、行方不明になる恐れのある方に、事前に本人の身体的特徴や連

絡先、写真などを登録していただき、その情報をもとにスムーズな警察の捜索や地域

の発見活動が行えるようにする事業です。 

また、認知症サポーター養成講座の中で声かけ訓練を行い、各種団体・事業者等に

広く呼びかけ、日常業務の中でさりげなく地域の高齢者を見守り、些細な異変や気が

かりな高齢者について、地域包括支援センターに連絡する体制をつくり、地域をあげ

て高齢者を見守る機運を高めます。 
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（５）生活支援体制整備事業（活躍を支援します） 

地域の資源開発やネットワーク構築に向けたコーディネーター機能を担う「生活支

援コーディネーター（地域支え合い推進員）」を、第１層（市単位）に１名、各圏域を

中心として第２層（中学校区）に５名を配置し、地域包括ケアシステムの円滑な運営

を支えながら、市内全域的な生活支援体制整備の展開を進めてきました。 

 

 

生活支援体制整備事業体制の 3 大要素 

 

 

 

 

① 話し合いの場を重要視 

生活支援体制整備事業では、多様な主体が協議する「話し合いの場」が重要視されてお

り、多様な主体が参画する「協議体」の設置が求められています。淡路市では、各圏域層に

は様々な協議の場がすでに存在することを大切にし、多様な話し合いの場を生かすため、

「協議体群」への先進的アプローチを生活支援コーディネーターが進めています。協議の

場にアプローチしながら、協議体間の関連性づくり、調整、コーディネーションを進め、

多機能な協議の場づくりを進めます。 
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② 幸せな暮らし基盤整備に向けた取組 

高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らし続けられるよう、住民主体の活動をはじめとし

た日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加を一体的に推進します。 

生活支援コーディネーターは「あつまり」をテーマとして高齢者の活躍を支援するほか、

健康維持及び予防推進活動を総括的に掌握する地域コーディネーターとしても地域活動を

展開します。 

 

③ 元気を維持できる地域づくり 

生活支援体制整備事業では、生活支援コーディネーターが中心となり、高齢者をはじめ

とした住民が地域社会に関わることで、住民主体の活動が生まれることを期待しています。

「活用から活躍へ」を合い言葉に、ＮＰＯ、社会福祉法人、地縁組織、協同組合、民間企

業、シルバー人材センターなどの多様な主体との協働を通じて、社会参加・介護予防・生

活支援につながる活動やサービスの充実、高齢者を支える地域の支え合い体制づくりを進

めます。 

 

 

「共助の中に自助があり、その環境を支える公助がある」 

暮らしの中にある「仕組み」を促進し元気につなげる（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

協議体の地域層 生活支援コーディネーターのアプローチ 

第 1 層協議体群（全域） 第 1 層コーディネーター 

第 2 層協議体群（旧町域） 第 1 層コーディネーター(第 2 層コーディネーター) 

第 3 層協議体群（旧小学校域） 第 2 層コーディネーター(第 1 層コーディネーター) 

第 4 層協議体群（町内会域） 第 2 層コーディネーター 

高齢者増加に 

伴い元気高齢者

も増加 

社会活動のひとつ

として、地域の人

たちを支える力に 

地域の人同士が

支え合う 

共助促進 

より支援が必要と 

なる人は専門の 

介護職が対応 

地域で支える 

体制 

（地域共生） 
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【例えばこんな問題が起きています】 

淡路市の地域特性として、公共交通についての選択肢が都市部と比較して少ないため、

自家用車利用の高齢者が多く、加齢により運転に自信がなくなると、外出自体が難しく

なります。そのため、外出したい想いを叶えらえる地域づくりや仕組みづくりを検討し

ます。 

 《活動例》 

活動項目 テーマ 

介護予防・日常生活支援総合事業

に関する取組の強化 

地域ケア会議及び各種会議への参加 

地域ケアネットワーク会議の共同開発 

第３層（旧小学校域）・第４層（町内会域）で「話し合い

の場」を開催 

地域の状態把握及び情報の整理 

人口等のデータ収集・分析及び福祉に関するデータの整備 

地域のたまり場情報の把握 

「つぶやきひろい」の実施 

総合事業の普及啓発及び地域福祉

学習の推進 

普及素材、学習教材の開発 

各種会合、講座、研修会の開催による普及啓発 

地域共同ケアの普及啓発 

大会、イベントでの普及啓発 

話し合いの場づくり及び集まり場

への支援 

見守り活動の推進 

住民のたまり場活動への支援 

交流、拠点活動への支援 

展開方法の検討 各種計画への参画 

生活支援コーディネーターの育成 
生活支援コーディネーターの養成とスキルアップを図る

ための外部研修の参加 
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（参考資料） 

地域支援事業 事業一覧     
項目 区分 事業 

１． 

介護予防・ 

日常生活支援 

総合事業 

①介護予防・生活支援

サービス事業 

訪問型サービス 

 訪問介護・訪問型サービス A・訪問型短期集中予防サービス 

通所型サービス 

 通所介護・通所型サービス A 

介護予防ケアマネジメント 

②一般介護予防事業 

介護予防把握事業 

介護予防普及啓発事業（いきいき100歳体操、かみかみ100

歳体操、しゃきしゃき100歳体操、地域支援事業市民フォーラ

ム、口腔機能の向上推進のための研修会） 

地域介護予防活動支援事業（高齢者向け健康料理教室） 

地域リハビリテーション活動支援事業 

２． 

包括的支援事業 

①地域包括支援セン

ターの運営 

総合相談支援事業 

権利擁護事業 

包括的・継続的ケアマネジメント事業 

（介護支援専門員連絡会、訪問介護・通所介護事業所連絡会、

研修会） 

地域ケア会議の充実 

②医療・介護連携推進

事業 

地域の医療・介護の資源の把握 

在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制構築の推進 

医療・介護関係者の情報共有の支援 

在宅医療・介護連携に関する相談支援 

（淡路市医療介護福祉連携支援センターの設置） 

医療・介護関係者の研修 

地域住民への普及啓発 

在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 

③認知症総合支援 

事業 

認知症初期集中支援推進事業 

認知症地域支援推進員等設置事業 

認知症を支える家族の集い、認知症カフェ 

④生活支援体制整備 
事業 

生活支援コーディネーターの設置、協議体の設置 

３． 

任意事業 

①介護給付適正化 
事業 

要介護認定調査の適正化、ケアプランの点検、縦覧点検・医療

情報との突合、介護給付費通知、住宅改修等の点検 

②家族介護支援事業 

家族介護者教室 

認知症高齢者見守り事業（高齢者 SOS ネットワーク事業、はいか

い高齢者家族支援サービス事業） 

家族介護継続支援事業（介護用品支給事業、家族介護慰労事業、

家族介護者交流事業） 

③その他の事業 

成年後見制度等利用支援事業 

住宅改修支援事業 

地域自立生活支援事業（高齢者住宅等安心確保事業、「食」の

自立支援事業） 

認知症サポーター養成講座 
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地域支援事業（実績値及び計画値） 

介護予防・生活支援サービス 
実績 見込 計画値 

平成30年度 

2018年度 
令和元年度 

2019年度 
令和2年度 

2020年度 

令和３年度

2021年度 
令和４年度

2022年度 
令和５年度

2023年度 

介護予防・生活支援サービス事業 

介護予防ケアマネジメント（件数） 2,020 1,822 1,800 1,850 1,900 1,950 

訪問型サービス（件数） 1,889 1,670 1,700 1,750 1,750 1,750 

通所型サービス（件数） 1,637 1,638 1,650 1,650 1,650 1,700 

訪問型短期集中予防サービス（人） 12 13 15 15 20 25 

一般介護予防事業 

いきいき 100 歳体操拠点（箇所） 113 124 128 133 138 143 

             登録人数（人） 2,618 2,762 2,800 2,850 2,900 2,950 

かみかみ 100 歳体操（箇所） 56 63 66 69 72 75 

しゃきしゃき 100 歳体操（箇所） 1 12 14 17 20 23 

地域支援事業市民フォーラム（回数） １ １ １ 1 1 1 

口腔機能向上推進研修会（回数） 8 5 5 5 5 5 

介護予防把握事業（人） 10 19 5 20 20 20 

高齢者向け健康料理教室（回数） 46 64 56 62 62 62 

        延人数（人） 738 872 350 560 560 560 

包括的支援事業 

実績 見込 計画値 

平成30年度 

2018年度 

令和元年度 

2019年度 

令和2年度 

2020年度 

令和３年度

2021年度 

令和４年度

2022年度 

令和５年度

2023年度 

総合相談支援事業・権利擁護事業 

総合相談       （件数） 3,200 3,677 4,430 4,500 4,550 ５,000 

在宅介護支援センター相談（件数） 2,285 2,334 2,300 2,350 2,340 2,450 

成年後見制度対応 （延件数） 

         （実人数） 

74 124 130 130 130 130 

9 9 10 10 10 10 

措置対応     （件数） 1 1 1 1 1 1 

虐待ケース対応  （件数） 122 70 70 80 80 80 

消費者被害対応  （件数） 6 8 8 10 10 10 

包括的・継続的ケアマネジメント 

介護支援専門員連絡会（回数） 4 2 4 4 4 4 

介護支援専門員研修会（回数） 3 4 3 3 3 3 

居宅介護支援事業所連絡会（回数） 6 5 10 15 15 15 

訪問介護事業所連絡会・研修会 

（回数） 
13 13 11 12 12 12 

通所介護事業所連絡会・研修会 

（回数） 
12 11 10 12 12 12 
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包括的支援事業 

実績 見込 計画値 

平成30年度 

2018年度 

令和元年度 

2019年度 

令和2年度 

2020年度 

令和３年度

2021年度 

令和４年度

2022年度 

令和５年度

2023年度 

社会保障充実分 

地域ケア会議（各地区）（回数） 60 50 50 60 60 60 

（高齢者ケアシステム担当者会）

（回数） 
- 4 5 4 4 4 

認知症初期集中支援推進事業（人） 13 17 18 20 20 20 

本人ミーティング（回数） 2 5 2 4 4 4 

チームオレンジ（設置数） - 2 2 2 3 3 

在宅医療・介護連携推進事業 

（ケアカフェ）     （回数） 
- ２ 1 2 3 3 

生活支援体制整備事業 

サロン拠点 

（箇所） 

（延人数） 

114 115 102 105 110 115 

14,288 13,261 10,000 11,000 12,000 12,500 

任意事業 

実績 見込 計画値 

平成30年度 

2018年度 
令和元年度 

2019年度 
令和2年度 

2020年度 
令和３年度

2021年度 
令和４年度

2022年度 
令和５年度

2023年度 

家族介護支援事業 

家族介護者教室   （延人数） 236 225 120 180 200 200 

はいかい高齢者家族支援サービス事

業       （貸出件数） 
0 0 1 1 1 1 

高齢者 SOS ネットワー

ク事業 

（登録数） 

(協力機関数) 

23 24 38 40 42 44 

26 28 29 30 31 32 

介護用品支給事業   （人） 163 163 155 165 165 165 

家族介護慰労事業   （人） 0 0 0 1 1 1 

家族介護者交流事業  （回数） 3 2 1 2 2 2 

その他の事業 

成年後見制度等利用支援事業（件数） 0 0 0 3 3 4 

住宅改修支援事業   （件数） 0 0 2 1 1 1 

高齢者住宅等安心確保事業（件数） 7,773 7,276 7,200 7,300 7,350 7,400 

「食」の自立支援事業 

（配食サービス）   （人） 
43 42 45 45 50 50 

認知症サポータ―養成事業（回数） 

            （人） 

21 34 20 25 25 25 

662 1033 350 500 500 500 

認知症ステップアップ講座（回数） 

            （人） 

2 1 1 1 1 1 

7 21 10 10 10 10 
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第５章 介護保険サービスの適切な運営 

１．基盤整備の方向性 

介護保険サービスの基盤整備については、介護サービスの利用状況や人口及び要介護認

定者数の推計、負担（介護保険料）と供給のバランス、日常圏域等を考慮しながら、適切な

供給体制の構築を図る必要があります。 

要介護になっても住み慣れた地域で安心して在宅生活が続けられるとともに、介護者の

負担軽減や介護離職防止を図るため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や小規模多機能

型居宅介護について、整備に向けた取組を進めます。 

また、高齢者と障がい者が、同一事業所でサービスを受けやすくなる共生型サービスに

係る特例があります。 
  

【介護保険サービスの種類】 

    

  

 
予防給付 

（対象：要支援１・２） 
介護給付 

（対象：要介護１～５） 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

訪
問
系 

 
 
○介護予防訪問入浴介護 
○介護予防訪問看護  
○介護予防訪問リハビリテーション 
○介護予防居宅療養管理指導 

 
○訪問介護 
○訪問入浴介護 
○訪問看護 
○訪問リハビリテーション 
○居宅療養管理指導 

通
所
系 

 
 
○介護予防通所リハビリテーション 

 
○通所介護  
○通所リハビリテーション 
 

短
期
系 

 
○介護予防短期入所生活介護  
○介護予防短期入所療養介護 

 
○短期入所生活介護  
○短期入所療養介護 

そ
の
他 

○介護予防福祉用具貸与  
○特定介護予防福祉用具購入費 
○介護予防住宅改修費 
○介護予防特定施設入居者生活介護 
○介護予防支援 

○福祉用具貸与  
○特定福祉用具購入費 
○住宅改修費 
○特定施設入居者生活介護 
○居宅介護支援 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

   
○介護老人福祉施設 

（原則要介護 3 以上）  
○介護老人保健施設 
○介護療養型医療施設 
○介護医療院 
  

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス 

 
 
 
○介護予防認知症対応型通所介護 
○介護予防小規模多機能型居宅介護 
○介護予防認知症対応型共同生活介護 
  （要支援２のみ） 

 
 

 
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
○夜間対応型訪問介護 
○認知症対応型通所介護 
○小規模多機能型居宅介護 
○認知症対応型共同生活介護 
○地域密着型特定施設入居者生活介護 
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

（原則要介護 3 以上）  
○看護小規模多機能型居宅介護 
○地域密着型通所介護 
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■第７期計画との対比（給付費） 

第７期計画のうち、平成30(2018)年度と令和元(2019)年度におけるサービス区分ご

との給付実績値と計画値に対する状況は次のとおりです。 

（単位：千円） 

介護給付費 サービス区分 
平成30(2018)年度 令和元(2019)年度 

実績値 計画値 計画比 実績値 計画値 計画比 

居宅サービス 1,833,955 2,027,041 90.5% 1,854,611 2,109,357 87.9% 

  訪問介護 267,414 313,144 85.4% 267,515 326,240 82.0% 

  訪問入浴介護 10,888 11,114 98.0% 14,168 13,004 109.0% 

  訪問看護 166,021 165,883 100.1% 174,056 172,663 100.8% 

  訪問リハビリテーション 26,600 34,035 78.2% 31,024 34,827 89.1% 

  居宅療養管理指導 14,041 13,162 106.7% 14,240 13,810 103.1% 

  通所介護 364,864 382,638 95.4% 365,523 397,750 91.9% 

  通所リハビリテーション 248,850 305,112 81.6% 260,240 316,759 82.2% 

  短期入所生活介護 243,282 285,220 85.3% 249,986 298,018 83.9% 

  短期入所療養介護（老健） 39,136 32,524 120.3% 40,348 34,548 116.8% 

  短期入所療養介護（病院等） 1,358 746 182.0% 800 746 107.2% 

  福祉用具貸与 107,506 112,220 95.8% 114,358 116,832 97.9% 

  特定福祉用具購入費 4,294 4,872 88.1% 4,481 5,101 87.8% 

  住宅改修費 15,400 16,065 95.9% 12,369 16,868 73.3% 

  特定施設入居者生活介護 99,714 109,788 90.8% 84,872 113,055 75.1% 

  居宅介護支援 224,588 240,518 93.4% 220,629 249,136 88.6% 

地域密着型サービス 661,610 710,127 93.2% 668,701 727,828 91.9% 

  定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2,725 2,716 100.3% 2,056 2,718 75.6% 

  地域密着型通所介護 68,253 80,895 84.4% 74,300 83,112 89.4% 

  認知症対応型通所介護 56,202 78,930 71.2% 52,494 81,558 64.4% 

  小規模多機能型居宅介護 128,670 143,771 89.5% 125,922 155,482 81.0% 

  認知症対応型共同生活介護 252,361 257,047 98.2% 262,530 257,859 101.8% 

  地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 153,399 146,768 104.5% 151,399 147,099 102.9% 

施設サービス 1,800,364 1,868,820 96.3% 1,822,943 1,872,590 97.3% 

  介護老人福祉施設 1,169,028 1,192,413 98.0% 1,175,695 1,194,604 98.4% 

  介護老人保健施設 621,398 664,689 93.5% 635,298 666,263 95.4% 

  
介護療養型医療施設 9,938 11,718 84.8% 6,259 11,723 53.4% 

介護医療院 0 0 - 5,691 0 - 

介護給付費計 4,295,929 4,605,988 93.3% 4,346,255 4,709,775 92.3% 

 資料：地域包括ケア「見える化」システム    
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（単位：千円） 

介護予防給付費・サービス区分 
平成 30(2018)年度 令和元(2019)年度 

実績値 計画値 計画比 実績値 計画値 計画比 

居宅サービス 94,183 107,185 87.9% 101,518 106,644 95.2% 

  介護予防訪問入浴介護 0 0 - 0 0 - 

  介護予防訪問看護 16,086 18,874 85.2% 18,885 18,882 100.0% 

  介護予防訪問リハビリテーション 7,051 6,985 100.9% 5,909 6,988 84.6% 

  介護予防居宅療養管理指導 527 1,323 39.8% 1,205 1,324 91.0% 

  介護予防通所リハビリテーション 31,414 39,281 80.0% 32,592 39,053 83.5% 

  介護予防短期入所生活介護 680 672 101.2% 792 673 117.7% 

  介護予防短期入所療養介護（老健） 36 192 18.7% 118 193 61.3% 

  介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 - 0 0 - 

  介護予防福祉用具貸与 13,511 13,432 100.6% 13,281 13,371 99.3% 

  特定介護予防福祉用具購入費 1,259 1,151 109.4% 882 929 94.9% 

  介護予防住宅改修費 5,778 6,693 86.3% 7,477 6,693 111.7% 

  介護予防特定施設入居者生活介護 2,118 1,089 194.5% 4,341 1,090 398.3% 

  介護予防支援 15,722 17,493 89.9% 16,035 17,448 91.9% 

地域密着型サービス 10,496 15,670 67.0% 11,476 15,677 73.2% 

  介護予防認知症対応型通所介護 0 0 - 940 0 - 

  介護予防小規模多機能型居宅介護 9,568 12,876 74.3% 10,536 12,882 81.8% 

  介護予防認知症対応型共同生活介護 928 2,794 33.2% 0 2,795 0.0% 

介護予防給付費計 104,679 122,855 85.2% 112,994 122,321 92.4% 

                               資料：地域包括ケア「見える化」システム 

※第 7 期計画：地域支援事業予防給付事業であった居宅介護支援事業（ケアプラン）、訪問介護、通所介護

3 事業が地域支援事業総合事業となり、自治体独自の予防事業となりました。 

 

 ＜計画値と乖離しているサービス＞ 

 居宅サービス全体の介護給付費の計画比は、平成30(2018)年度が90.5％、令和元

(2019)年度が87.9％で、いずれも実績値は計画値を下回っています。 

 令和元(2019)年度は、訪問入浴介護、居宅療養管理指導、短期入所療養介護（老健）、

短期入所療養介護（病院等）などでは、実績値は計画値を上回っています。 

 地域密着型サービス全体の介護給付費の計画比は、平成30(2018)年度が93.2％、令

和元(2019)年度が91.9％で、いずれも実績値は計画値を下回っています。 

 令和元(2019)年度は、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居

者生活介護の実績値が計画値を上回っています。 

 施設サービスの計画比は、平成30(2018)年度が96.3％、令和元(2019)年度が

97.3％で、いずれも実績値は計画値を下回っています。 

 介護給付費及び介護予防給付費全体の計画比は、いずれも実績値が計画値を下回って

います。 
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２．介護サービスの円滑な運営 

（１）利用者支援方策の推進 

① 介護保険制度等の周知 

サービスの利用支援と制度の理解を得るために、冊子やパンフレット等を作成し、

市役所、関連施設での窓口配布及び事業者等への配布により、住民への介護保険制度

及びサービス等の周知に努めます。 

 

② 介護保険等に関する相談体制 

高齢者が安心して必要な介護保険サービスを利用できるように、市役所、地域包括

支援センター及び在宅介護支援センターにおいて、相談窓口を設置しています。 

また、地域包括支援センター及び在宅介護支援センターでは、介護保険サービスに

限らず、高齢者福祉制度など、関係機関との連携を図り、総合的な高齢者の支援に取

り組んでいます。 
 

③ 苦情相談窓口について 

市役所において、要介護認定や、介護保険サービスの利用者等に関する相談に対応

するとともに、兵庫県介護保険審査会への審査請求や国民健康保険団体連合会への苦

情申立についての案内・説明等を行います。 

 

（２）介護サービスの質の向上 

① 事業者への指導・助言 

利用者が適切なサービス提供を受けるために、事業者に対して、指導・助言を行い

ます。兵庫県が指定を行った事業所については、保険者の立場から、市職員が兵庫県

の実施する実地指導に同行するなど、兵庫県と市が合同で取り組みます。 

市に指定監督権限がある地域密着型サービス事業所については、市が実施する実地

指導等を通じて、また、地域密着型サービス事業所が開催する運営推進会議に、保険

者として市の職員が出席する等、サービスの質の向上の確保に努めます。 

 

② 介護支援専門員への支援 

地域包括支援センターの主任介護支援専門員による地域の介護支援専門員への相

談・支援体制をさらに強化し、研修会等を通じて、介護支援専門員が利用者に適切な

ケアマネジメントを提供できるように支援します。 

 

（３）介護給付の適正化の推進 

介護サービスを利用するにあたり、すべての高齢者が必要なサービスを適切に利用でき

るようにするためには、利用者がサービスの利用に至るまでの要介護認定、ケアマネジメ

ント、事業者のサービス提供等の各段階において適切な制度運営が行われる必要がありま

す。 
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介護給付の適正化を推進し、不適切な給付などをなくすことで、介護保険制度の信頼

性を高め、また、介護給付費及び介護保険料の抑制を通じて「持続可能な介護保険制度」

の構築を図ります。 

 

① 要介護認定調査の適正化 

新規申請及び変更申請に係る認定調査を市職員が行い、事業者等に委託している場

合の認定調査については、認定調査票の整合性、及び特記事項の記載内容について、

市職員が点検します。 

 

② ケアプランの点検 

事業者に対し、居宅サービス計画、介護予防サービス計画の記載内容について提出

を求め市職員が点検します。 

 

③ 縦覧点検・医療情報との突合 

国民健康保険団体連合会から提供される介護給付情報等をもとに事業者から提供さ

れたサービスについての整合性を確認し、不適切な請求を改めることで適正給付の確

保を図ります。 

 

④ 介護給付費通知 

介護サービス利用者に給付費通知を送付し、利用者によるサービス利用の確認とと

もに、事業者からのサービス提供と整合性がとれない場合などの不適切な介護報酬の

請求防止に努めます。 

 

⑤ 住宅改修等の点検 

申請された住宅改修が保険給付として適正なものかどうか、書類によりその必要性

や工事内容を確認します。また、高額な住宅改修については、改修前の現地調査及び

改修後の現場確認を行います。 

 

（４）介護人材の確保 

兵庫県や兵庫県福祉人材センターなど、関係機関と連携し、就労支援やキャリアアップ

支援等に関する制度の周知を図ります。また、生活支援コーディネーターや協議体活動を

通じて、生活支援サービス等の担い手の発掘・養成に向けた取組を進めるとともに、地域

や介護事業者等と連携し、介護への関心を高める工夫をして将来の人材育成につなげます。 
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３．介護保険サービスの事業費の見込みと保険料の設定 

（１）第８期介護保険事業費の見込みの算定 

介護保険事業費の算出のベースとなるサービス見込量については、第７期計画期間の利

用実績や今後の人口推計、施設の定員数、基盤整備の方向性等をもとに、厚生労働省の地

域包括ケア「見える化」システムを用いて、推計を行いました。 

サービス見込量から事業費（介護保険料）算定までの流れは、次のとおりです。 

 

■事業費算定の流れ 

（ア）人口及び被保険者数の推計 

 

 

 

（イ）要介護・要支援認定者数の推計 

 

 

 

（ウ）施設・居住系サービス利用者数及び給付費の見込み 

 

 

 

 

（エ）居宅サービス等の利用者数・利用量及び給付費の見込み 

 

 

 

 

（オ）地域支援事業にかかる費用の見込み 

 

 

 

 

（カ）第１号被保険者の保険料基準額の設定 

 

 

計画期間中の性別・年齢階級別の人口及び被保険者数を推計 

要介護（要支援）認定実績から将来の性別・年齢階級別の認定率を推計 

要介護（要支援）認定者の推計人数、施設・居住系サービスの利用実績と今後、予

定する整備量を踏まえ、施設・居住系サービスの利用者数を推計 

地域密着型サービスの整備計画や、これまでの居宅サービスの給付実績を踏ま

え、利用者及び利用見込量を推計 

介護予防・日常生活支援総合事業費や、包括的支援事業費・任意事業費を見込み、

地域支援事業に係る費用を推計 

介護保険の運営に必要な費用や、被保険者数の見込みとともに、第８期計画の第

１号被保険者の介護保険料を設定 
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（２）介護保険サービスの見込み量の算定 

① 居宅サービス 

ａ）訪問介護 

訪問介護員が居宅を訪問し、食事や排泄等の日常生活上の介護や調理、洗濯等の生

活支援を行います。 

（単位：回・人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

訪問介護 
延回数 100,249 99,701 91,501 101,014 108,530 110,892 

延人数 4,697 4,714 4,560 4,788  5,124  5,304  

 

 

ｂ）訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

看護職員・介護職員が居宅を訪問し、入浴設備や簡易浴槽を持ち込んで入浴の介護

を行います。 

（単位：回・人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

訪問入浴介護 
延回数 920 1,185 1,104 1,484 1,484 1,218 

延人数 213 259 228 276  276  228  

介護予防 
訪問入浴介護 

延回数 0 0 0 0 0 0 

延人数 0 0 0 0 0 0 

 

 

ｃ）訪問看護・介護予防訪問看護 

医師の指示にもとづき、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士等が、居宅を訪

問し、療養上の世話又は必要な診療の補助を行います。 

（単位：回・人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

訪問看護 
延回数 40,429 42,013 43,529 48,547  53,911  52,153  

延人数 4,057 4,177 4,140 4,212  4,596  4,452  

介護予防 
訪問看護 

延回数 4,457 4,928 5,318 5,964  6,962  6,850  

延人数 662 721 744 708  828  816  
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ｄ）訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

医師の指示にもとづき、理学療法士や作業療法士等が、居宅を訪問し、理学療法や

作業療法など、必要なリハビリテーションを行います。 

（単位：回・人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

訪問リハビリ 
テーション 

延回数 9,241 10,564 11,024 13,824  14,251  14,650  

延人数 867 944 972 1,152  1,176  1,200  

介護予防訪問 
リハビリ 

テーション 

延回数 2,571 2,118 2,798 3,886  3,886  3,886  

延人数 273 233 312 372  372  372  

 

ｅ）居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている生活環

境等を把握し、療養上の管理及び指導を行います。 

（単位：人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

居宅療養 
管理指導 

延人数 1,582 1,722 1,884 2,100 2,148 2,052 

介護予防居宅 
療養管理指導 

延人数 94 174 204 240 240 240 

 

 

ｆ）通所介護 

デイサービスセンター等に通う要支援者・要介護者に対し、施設において、入浴・食

事の提供など、日常生活の世話と機能訓練を行います。 

 
（単位：回・人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

通所介護 
延回数 47,948 47,584 44,723 50,872  51,428  51,878  

延人数 5,146 5,168 4,824 5,436  5,496  5,544  

 

 

  



 

52 

ｇ）通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

医師の指示にもとづき、介護老人保健施設や医療機関等に通う要支援者・要介護者

に対し、施設において、理学療法や作業療法など、必要なリハビリテーションを行い

ます。 

（単位：回・人/年） 
 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

通所リハビリ 
テーション 

延回数 32,370 33,191 30,445 35,314  37,482  38,148  

延人数 3,672 3,799 3,576 3,828  4,068  4,140  

介護予防通所リハ

ビリテーション 
延人数 936 941 828 912  984  1,020  

 

 

ｈ）短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

特別養護老人ホーム等の施設に短期間入所している要支援・要介護者に対し、施設

において、入浴、排泄、食事等の介護など、日常生活の支援や機能訓練を行います。 

 
（単位：日・人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

短期入所 
生活介護 

延日数 30,474 31,032 33,005 41,629  42,587  43,014  

延人数 2,450 2,463 2,436 2,904  2,952  2,988  

介護予防短期 
入所生活介護 

延日数 116 130 61 156  156  156  

延人数 33 33 12 24  24  24  

 

 

ｉ）短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（老人保健施設） 

介護老人保健施設に短期間入所している要支援・要介護者に対し、看護、医学的管

理のもとにおける介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援を行います。 

（単位：日・人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

短期入所 
療養介護 
（老健） 

延日数 3,293 3,274 2,251 4,710  4,928  4,547  

延人数 423 449 336 528  552  516  

介護予防 
短期入所療養 
介護（老健） 

延日数 4 11 0 0 0 0 

延人数 1 5 0 0 0 0 
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ｊ）短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（病院等） 

介護療養型医療施設や病院等に短期間入所している要支援・要介護者に対し、看護、

医学的管理のもとにおける介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援を

行います。 

（単位：日・人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

短期入所 
療養介護 

（病院等） 

延日数 175 96 0 0 0 0 

延人数 18 12 0 0 0 0 

介護予防 
短期入所療養 

介護（病院等） 

延日数 0 0 0 0 0 0 

延人数 0 0 0 0 0 0 

 

 

ｋ）福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

福祉用具のうち、車いすや特殊寝台、床ずれ防止用具、手すり、スロープ、歩行器等

の福祉用具を貸与します。 

（単位：人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

福祉用具貸与 延人数 9,387 9,810 10,308 11,124  11,568  11,688  

介護予防 
福祉用具貸与 

延人数 2,415 2,424 2,388 2,520 2,556 2,568 

 

 

ｌ）特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費 

福祉用具のうち、貸与になじまない腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽等

について、購入費の一部を支給します。 

（単位：人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

特定福祉用具
購入費 

延人数 178 188 132 156 216 216 

特定介護予防 
福祉用具購入費 

延人数 55 49 48 48 60 60 
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ｍ）住宅改修費･介護予防住宅改修費 

要支援・要介護認定者の日常生活を支援し、介護の負担を軽減するために、手すり

の取付や段差解消、洋式便器への取替等、小規模な住宅改修を行った場合に、費用の

一部を支給します。 

（単位：人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

住宅改修費 延人数 202 186 180 240 264 264 

介護予防 
住宅改修費 

延人数 75 90 96 120 120 120 

 

 

ｎ）特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

有料老人ホームやケアハウス等に入居している要支援・要介護認定者に、食事、排

泄、入浴等の介護や生活上に関する相談、助言、機能訓練、療養上の世話を行います。 

 

（単位：人/年） 
 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

特定施設入居者 
生活介護 

延人数 607 494 516 552  552  552  

介護予防特定施設 
入居者生活介護 

延人数 29 59 120 132 132 132 

 

 

ｏ）居宅介護支援･介護予防支援 

介護サービス等を適切に利用できるよう、ケアプランを作成するとともに、居宅サー

ビス事業者との調整や給付管理などを行います。 

（単位：人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

居宅介護支援 延人数 15,437 15,403 15,432 16,044  16,692  16,308  

介護予防支援 延人数 3,577 3,635 3,636 3,744  3,960  4,008  
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② 施設サービス 

ａ）介護老人福祉施設 

常時介護が必要で、自宅で介護サービスを受けながら生活を続けることが困難な要

介護認定者が、入所して介護サービスを利用しながら、生活を安定させることを目的

とする施設です。施設サービス計画にもとづき、入浴、排泄、食事等の介護、その他日

常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。 

本計画期間における整備計画はありません。 

（単位：人/年） 
 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

介護老人福祉施設 延人数 5,173 4,726 4,620 4,644 4,644 4,644 

 

【市内の介護老人福祉施設】 

施設名 定員（人） 

特別養護老人ホーム千鳥会ゴールド 50  

特別養護老人ホーム淡路栄光園 60  

特別養護老人ホームあわじ荘 110  

特別養護老人ホームかおりの丘 60  

特別養護老人ホーム聖隷カーネーションホーム 54  

特別養護老人ホームゆうらぎ 50  

定員計 384  

 

ｂ）介護老人保健施設 

症状が安定した、治療よりもむしろ看護・介護やリハビリテーションを必要とする

要介護認定者に対して、施設サービス計画にもとづき、医学的管理下における介護及

び機能訓練、その他の必要な医療並びに日常生活上の世話を行う施設です。 

本計画期間における整備計画はありません。 

 

（単位：人/年） 
 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

介護老人保健施設 延人数 2,608 2,382 2,568 2,556 2,556 2,556 

 

【市内の介護老人保健施設】 

施設名 定員（人） 

介護老人保健施設 淡路白寿苑 100 

介護老人保健施設 ケアホーム東浦 100 

定員計 200 
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ｃ）介護療養型医療施設 

症状が安定期にある長期療養患者で、長期にわたって療養が必要な要介護認定者に

対して、施設サービス計画にもとづき、看護、医学的管理下における介護及び機能訓

練、その他の世話及び必要な医療を行う施設です。 

現在、市内に事業所はありません。 

 

（単位：人/年） 
 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

介護療養型医療施設 延人数 28 16 12 24 24 24 

 
 

ｄ）介護医療院 

「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての

機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設として、平成30(2018)年度に創設されま

した。 

 

（単位：人/年） 
 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

介護医療院 延人数 0 15 0 0 240 480 
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③ 地域密着型サービス 

地域密着型サービスは、高齢者に介護が必要になっても、住み慣れた地域で生活を

続けることができるよう、日常生活圏域単位を基本として、市町村が指定するサービ

スです。原則として、その市町村の被保険者しか利用できません。 

ただし、住所地特例対象者については、平成 27(2015)年度の制度改正により、施

設所在地の市町村から指定を受けた地域密着型サービスの一部利用が可能となってい

ます。 

 

サービス名称 
要支援認定者

の利用 
要介護認定者

の利用 
住所地特例対
象者の利用 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 × ○ ○ 

夜間対応型訪問介護 × ○ ○ 

認知症対応型通所介護・ 
介護予防認知症対応型通所介護 

○ ○ ○ 

小規模多機能型居宅介護・ 
介護予防小規模多機能型居宅介護 

○ ○ ○ 

認知症対応型共同生活介護・ 
介護予防認知症対応型共同生活介護 

要支援２のみ ○ × 

地域密着型特定施設入居者生活介護 × ○ × 

地域密着型介護老人福祉施設入所者 
生活介護 

× 原則要介護３以上 × 

看護小規模多機能型居宅介護 × ○ ○ 

地域密着型通所介護 × ○ ○ 

 

 

  ａ）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、

訪問介護と訪問看護を一体的に、又は、それぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪

問と随時の対応を行うサービスです。 

在宅医療介護の推進に必要なサービスであるため、医療機関や介護事業者と連携し、

利用しやすいサービスとなるよう整備します。 

（単位：人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護 

延人数 12 12 0 0 660 660 
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   ｂ）夜間対応型訪問介護 

夜間において、定期的な巡回訪問や随時通報により、介護福祉士等が居宅を訪問し、

排泄等の介護、その他日常生活上の支援を行います。 

第８期計画期間中は、整備の予定はありませんが、利用者のニーズの把握に努め、

必要に応じ事業者の確保に努めます。 

 

ｃ）認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の高齢者に対して、食事、入浴等の介護や機能訓練を日帰りで行います。 

現在、認知症対応型共同生活介護と共用型の事業所が 5 か所、特別養護老人ホーム

に併設型の事業所が 2 か所整備されています。 

指定を希望する事業者については、地域特性やサービス量等を勘案しながら対応し

ます。 

（単位：回・人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020 年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

認知症対応
型通所介護 

延回数 6,068  5,243  5,572  8,350  8,375  8,400  

延人数 643  500  600  780  780  780  

介護予防認
知症対応型
通所介護 

延回数 0 101 90 100  100  100  

延人数 0 12 12 12  12  12  

【圏域別整備状況】 

 津名圏域 岩屋圏域 北淡圏域 一宮圏域 東浦圏域 全市 

事業所数 1 1 1 1 2 6 

定 員 3 6 12 3 15 39 

 

ｄ）小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

通い（デイサービス）を中心としながら、利用者の必要に応じて、通いの時間を長く

したり（延長デイ）、利用者宅を訪問したり（ホームヘルプサービス）、ときには宿泊

（ショートステイ）も利用できるサービスです。 

現在、市内に 3 か所整備されており、地域特性やサービス量等を勘案しながら整備

に向けた取組を進めます。 

（単位：人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

小規模多機能
型居宅介護 

延人数 717 682 612 624  720  984  

介護予防小規模 

多機能型居宅介護 
延人数 146 149 144 144  180  228  
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【圏域別整備状況】                           

 津名圏域 岩屋圏域 北淡圏域 一宮圏域 東浦圏域 全市 

事業所数 1 0 1 0 1 3 

登録定員 29 — 29 — 29 87 

通い定員 17 — 17 — 18 52 

宿泊定員 5 — 8 — 9 22 

 

 

ｅ）認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

比較的安定状態にある認知症の方が、共同生活住居において家庭的な環境のもとで、

入浴、排泄、食事等や日常生活上の機能訓練を行うことにより、認知症の進行を緩和

し、問題行動を減少させるなど、認知症高齢者が、精神的に安定して自立した生活を

営むことができるようにするものです。 

現在、市内５か所に整備され、本計画期間においては、１施設整備予定です。 

（単位：人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

認知症対応型
共同生活介護 

延人数 1,043 1,063 1,080 1,080 1,296 1,296 

介護予防認知症対

応型共同生活介護 
延人数 4 0 0 0 0 0 

【圏域別整備状況】 

 津名圏域 岩屋圏域 北淡圏域 一宮圏域 東浦圏域 全市 

事業所数 1 1 1 1 1 5 

定 員 18 18 18 18 18 90 

 

ｆ）地域密着型特定施設入居者生活介護 

入居者が要支援・要介護認定者とその配偶者に限定される定員29名以下の有料老人 

ホーム等に入所している要支援・要介護認定者に対してケアを行います。 

これまでの利用実績はなく、現在のところ今後の利用も見込んでいません。 

 

ｇ）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

定員が29名以下の特別養護老人ホームです。地域密着型施設サービス計画にもとづ

き、入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療

養上の世話を行います。 

現在、市内に２か所整備されており、本計画期間における整備計画はありません。 
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（単位：人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 
延人数 588 578 564 552 552 552 

【圏域別整備状況】 

 津名圏域 岩屋圏域 北淡圏域 一宮圏域 東浦圏域 全市 

事業所数 0 0 0 1 1 2 

定 員 － — － 20 29 49 

【整備状況】 

施設名 定員（人） 

ほほえみ 29 

ヴィラ一宮 20 

定員計 49 

 

 

ｈ）看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を一体的に提供する複合サービスです。 

これまでの利用実績はなく、現在のところ、今後の利用も見込んでいません。 

 

 

ｉ）地域密着型通所介護 

デイサービスセンター等に通う要介護者に対し、施設において、入浴・食事の提供

など日常生活の世話と機能訓練を行います。 

指定を希望する事業者については、地域特性やサービス量等を勘案しながら対応し

ます。 

（単位：回・人/年） 

 実績（令和２年度は見込） 計画値 

平成30年度 
(2018年度) 

令和元年度 
(2019年度) 

令和２年度 
(2020年度) 

令和３年度 
(2021年度) 

令和４年度 
(2022年度) 

令和５年度 
(2023年度) 

地域密着型 
通所介護 

延回数 9,436 9,939 15,599 19,060  19,354  19,495  

延人数 1,351 1,435 2,052 2,280  2,304  2,316  

【圏域別整備状況】 

 津名圏域 岩屋圏域 北淡圏域 一宮圏域 東浦圏域 全市 

事業所数 0 2 2 1 1 6 

定 員 － 36 36 18 18 108 
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国

25.0%

県

12.5%

市町村

12.5%

第2号被保険者

27.0%

第1号被保険者

23.0%

国

20.0%

県

17.5%

市町村

12.5%

第2号被保険者

27.0%

第1号被保険者

23.0%

国

25.0%

県

12.5%

市町村

12.5%

第2号被保険者

27.0%

第1号被保険者

23.0%

国

38.5%

県

19.25%

市町村

19.25%

第1号被保険者

23.0%

４．介護保険料の算定 

（１）介護保険特別会計の構造 

介護サービスを利用する場合、費用の１割（または２割、３割）が自己負担で、残りの９

割（または８割、７割）が保険から給付されます。保険給付費の財源は、介護保険料と公費

でまかなわれます。 

負担割合については、介護保険の国庫負担金の負担等に関する政令第５条に定められて

おり、３年ごとに見直しが行われます。第８期計画期間では、第１号被保険者の負担割合

は 23％（第７期 23％）、第２号被保険者の負担割合が 27％（第７期 27％）になります。 

また、地域支援事業費の財源についても、介護保険料と公費でまかなわれますが、事業

により負担割合が異なります。介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号被保険者の

負担割合は 23％（第７期 23％）、第２号被保険者の負担割合が 27%（第７期 27％）と

なります。包括的支援事業・任意事業に係る第１号被保険者の負担割合は 23％（第７期

23％）となりますが、第２号被保険者の負担はありません。 

 

     介護給付費               介護給付費 

（居宅サービス等）                （施設給付費） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

      地域支援事業              地域支援事業 
   （介護予防・日常生活支援総合事業）         （包括的支援事業・任意事業） 
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（２）保険料の算定に要する事業費の推計 

① 標準給付費の見込額 

標準給付費は、介護予防給付費、介護給付費及びその他給付費の合計です。 

介護予防給付費及び介護給付費の見込額については、本章３（２）で見込んだ介護保

険サービスの見込量を踏まえ、厚生労働省の地域包括ケア「見える化」システムにより、

次のとおり推計しました。 

 

（単位：千円） 

介護予防給付費の見込額 
令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 
３か年合計 

（１）居宅サービス     

 

介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 

介護予防訪問看護 23,104  27,019  26,611  76,734  

介護予防訪問リハビリテーション 11,058  11,064  11,064  33,186  

介護予防居宅療養管理指導 1,863  1,864  1,864  5,591  

介護予防通所リハビリテーション 33,138  35,286  36,350  104,774  

介護予防短期入所生活介護 1,012  1,013  1,013  3,038  

介護予防短期入所療養介護（老健） 0 0 0 0 

介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 15,858  16,098  16,178  48,134  

特定介護予防福祉用具購入費 1,547  1,867  1,867  5,281  

介護予防住宅改修費 11,479  11,479  11,479  34,437  

介護予防特定施設入居者生活介護 8,948  8,953  8,953  26,854  

介護予防支援 16,606  17,574  17,788  51,968  

（２）地域密着型介護予防サービス     

 

介護予防認知症対応型通所介護 946  947  947  2,840  

介護予防小規模多機能型居宅介護 11,004  13,763  17,597  42,364  

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0 

小計（a） 136,563  146,927  151,711  435,201  

 ※各金額は 1,000 円未満を切り上げて表示しているため、内訳の計と合計が合わない場合があります。 
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（単位：千円） 

介護給付費の見込額 
令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 
合計 

（１）居宅サービス     

 

訪問介護 285,405  306,742  312,762  904,909  

訪問入浴介護 18,558  18,569  15,227  52,354  

訪問看護 205,626  228,709  221,196  655,531  

訪問リハビリテーション 40,396  41,669  42,831  124,896  

居宅療養管理指導 16,870  17,265  16,429  50,564  

通所介護 389,722  394,311  397,880  1,181,913  

通所リハビリテーション 280,912  299,099  304,236  884,247 

短期入所生活介護 342,442  350,244  353,577  1,046,263  

短期入所療養介護（老健） 58,737  61,643  56,703  177,083  

短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 

福祉用具貸与 129,334  135,952  137,756  403,042  

特定福祉用具購入費 4,095  5,700  5,700  15,495  

住宅改修費 16,869  18,748  18,748  54,365  

特定施設入居者生活介護 99,792  99,847  99,847  299,486  

居宅介護支援 237,256  248,060  241,594  726,910  

（２）施設サービス     

 

介護老人福祉施設 1,175,477  1,176,129  1,176,129  3,527,735  

介護老人保健施設 703,402  703,792  703,792  2,110,986  

介護療養型医療施設 9,955  9,960  9,960  29,875  

介護医療院 0  99,541  206,767  306,308  

（３）地域密着型サービス     

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0  144,732  144,732  289,464  

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 

認知症対応型通所介護 85,485  85,836  86,140  257,461  

小規模多機能型居宅介護 119,305  138,600  185,982  443,887  

認知症対応型共同生活介護 274,359  329,808  329,808  933,975  

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護 
146,520  146,601  146,601  439,722  

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 

地域密着型通所介護 147,125  149,301  150,017  446,443  

小計（b） 4,787,642  5,210,858  5,364,414  15,362,914  

 ※各金額は 1,000 円未満を切り上げて表示しているため、内訳の計と合計が合わない場合があります。 
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■標準給付費見込額                         

（単位：千円） 

区 分 
令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 
合計 

総給付費 4,924,205  5,357,785  5,516,125  15,798,115 

特定入所者介護サービス費等

給付額（財政影響額調整後） 
209,998  196,874  196,575  603,447 

高額介護サービス費等給付額

（財政影響額調整後） 
99,797  99,660  99,508  298,965 

高額医療合算介護サービス費

等給付額 
15,000  15,000  15,000  45,000  

算定対象審査支払手数料 3,807  3,822  3,817  11,446 

標準給付費見込額 5,252,807  5,673,142  5,831,024  16,756,973 

 ※各金額は 1,000 円未満を切り上げて表示しているため、内訳の計と合計が合わない場合があります。 

 

② 地域支援事業費の見込額 

第４章の地域支援事業に係る事業費の見込額は次のとおりです。 

               （単位：千円） 

区 分 
令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 
合計 

介護予防・日常生活支援総合事業 96,169  102,221  108,272  306,662 

包括的支援事業（地域包括支援センターの

運営）及び任意事業費 
86,635  97,037  104,438  288,110 

包括的支援事業（社会保障充実分） 31,486  36,657  38,828  106,971 

地域支援事業費見込額 214,291  235,914  251,538  701,743 

※各金額は 1,000 円未満を切り上げて表示しているため、内訳の計と合計が合わない場合があります。 
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③ 保険料収納必要額 

（３）介護保険料基準額の算出 

第１号被保険者（65歳以上の方）の介護保険料の算出プロセスと第８期の保険料基準額

は次のとおりです。 

 

◆介護保険料算出プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※端数処理を行っているため合計値が一致しない場合があります。また、保険料基準額は 10 円未満の端数を切

り捨てています。 

 

【参考】第１号被保険者の介護保険料基準額の推移 

 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 

月 額 3,100 円 3,700 円 4,600 円 5,200 円 5,800 円 5,800 円 

年 額 37,200 円 44,400 円 55,200 円 62,400 円 69,600 円 69,600 円 

① 標準給付費＋地域支援事業費合計見込み額（令和３(2021)年度～５(2023)年度） 

17,458,716千円 

② 第１号被保険者負担分相当額（令和３(2021)年度～５(2023)年度） 

4,015,505千円（①の 23％） 

④ 収納率      99.0％ 

             収納率で補正後  3,167,423千円 

⑤ 所得段階別加入割合補正後被保険者数  45,464人 

（基準額の割合によって補正した令和３(2021)年度～５(2023)年度までの被保険者数） 

÷ 

⑥ 保険料基準額   月額 5,800円 

（年額 69,600円） 

 

 

 

＝ 

保険料収納必要額        3,135,749千円 

 

第１号被保険者負担分相当額      4,015,505千円 

 ＋）調整交付金相当額          853,182千円 

 －）調整交付金見込額         1,509,938千円 

 －）介護給付費準備基金取崩額 223,000千円 

 ＋）市町村特別給付費等                 0千円 
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（４）所得段階別の介護保険料 

第８期計画における国の標準段階は、第７期計画と同様の９段階ですが、段階を区分す

る基準所得額は下記のとおり改正されています。 

・第 6 段階と第 7 段階を区分：1,200,000 円 

・第 7 段階と第 8 段階を区分：2,100,000 円 

・第 8 段階と第 9 段階を区分：3,200,000 円 

本市では、国の改正やこれまでの所得段階との整合性を保ちつつ、第７期では同一であっ

た第１段階と第２段階の保険料率を一本化して第１段階として統合し、引き続き公費投入

により低所得者の負担を軽減します。 

また、第７期の第３段階以下の所得段階についてはその段階数を繰り上げ、国の標準段

階に合わせた保険料率とし、第７期の保険料を維持するかたちで設定を行っています。 

 

【所得段階別保険料率（第７期と第８期の比較）】 

第７期 第８期 

段階 対象者の内容 保険料率 段階 対象者の内容 保険料率 

第 1 段階 
生活保護受給者または老齢
福祉年金受給者で世帯全員
が市民税非課税 

0.5 

【0.45】 

第 1 段階 

世帯全員が市民税非課税
で、合計所得金額と課税年
金収入額の合計が 80 万円
以下及び生活保護受給者ま
たは老齢福祉年金受給者で
世帯全員が市民税非課税 

0.5 

【0.30】 
第 2 段階 

世帯全員が市民税非課税
で、合計所得金額と課税年
金収入額の合計が 80 万円
以下 

0.5 

【0.45】 

第 3 段階 

世帯全員が市民税非課税
で、合計所得金額と課税年
金収入額の合計が 80 万円
超 120 万円以下 

0.70 第２段階 

世帯全員が市民税非課税
で、合計所得金額と課税年
金収入額の合計が 80 万円
超 120 万円以下 

0.70

【0.50】 

第 4 段階 

世帯全員が市民税非課税
で、合計所得金額と課税年
金収入額の合計が 120 万円
超 

0.75 第 3 段階 

世帯全員が市民税非課税
で、合計所得金額と課税年
金収入額の合計が 120 万円
超 

0.75

【0.70】 

第 5 段階 

本人が市民税非課税（世帯
に課税者がいる）で、合計所
得金額と課税年金収入額の
合計が 80 万円以下 

0.90 第 4 段階 

本人が市民税非課税（世帯
に課税者がいる）で、合計所
得金額と課税年金収入額の
合計が 80 万円以下 

0.90 

第 6 段階 

本人が市民税非課税（世帯
に課税者がいる）で、合計所
得金額と課税年金収入額の
合計が 80 万円超 

1.00 

基準 
第 5 段階 

本人が市民税非課税（世帯
に課税者がいる）で、合計所
得金額と課税年金収入額の
合計が 80 万円超 

1.00 

基準 

第 7 段階 
本人が市民税課税で、合計
所得金額が 120 万円未満 1.20 第 6 段階 

本人が市民税課税で、合計
所得金額が 120 万円未満 1.20 

第 8 段階 
本人が市民税課税で、合計
所得金額が 120 万円以上
200 万円未満 

1.35 第 7 段階 
本人が市民税課税で、合計
所得金額が 120 万円以上
210 万円未満 

1.35 

第 9 段階 
本人が市民税課税で、合計
所得金額が 200 万円以上
300 万円未満 

1.50 第 8 段階 
本人が市民税課税で、合計
所得金額が 210 万円以上
320 万円未満 

1.50 

第10段階 
本人が市民税課税で、合計
所得金額が 300 万円以上
600 万円未満 

1.85 第 9 段階 
本人が市民税課税で、合計
所得金額が 320 万円以上
600 万円未満 

1.85 

第11段階 
本人が市民税課税で、合計
所得金額が 600 万円以上
1,000 万円未満 

1.90 第 10 段階 
本人が市民税課税で、合計
所得金額が 600 万円以上
1,000 万円未満 

1.90 

第12段階 
本人が市民税課税で、合計
所得金額が 1,000 万円以上 2.00 第 11 段階 

本人が市民税課税で、合計
所得金額が 1,000 万円以上 2.00 

 ※【 】は、公費投入による負担軽減を勘案した保険料率です 
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■所得段階別の介護保険料 

【参考】第７期 第８期 

所得段階 保険料率 月額保険料 年額保険料 所得段階 保険料率 月額保険料 年額保険料 

第 1 段階 0.45 2,610 円 31,320 円 

第 1 段階 
0.5 

【0.30】 

2,900 円 

【1,740 円】 

34,800 円 

【20,880 円】 
第 2 段階 0.45 2,610 円 31,320 円 

第 3 段階 0.70 4,060 円 48,720 円 第 2 段階 
0.70 

【0.50】 

4,060 円

【2,900 円】 

48,720 円

【34,800 円】 

第 4 段階 0.75 4,350 円 52,200 円 第 3 段階 
0.75 

【0.70】 

4,350 円

【4,060 円】 

52,200 円

【48,720 円】 

第 5 段階 0.90 5,220 円 62,640 円 第 4 段階 0.90 5,220 円 62,640 円 

第 6 段階 1.00 5,800 円 69,600 円 第 5 段階 1.00 5,800 円 69,600 円 

第 7 段階 1.20 6,960 円 83,520 円 第 6 段階 1.20 6,960 円 83,520 円 

第 8 段階 1.35 7,830 円 93,960 円 第 7 段階 1.35 7,830 円 93,960 円 

第 9 段階 1.50 8,700 円 104,400 円 第 8 段階 1.50 8,700 円 104,400 円 

第10段階 1.85 10,730 円 128,760 円 第 9 段階 1.85 10,730 円 128,760 円 

第11段階 1.90 11,020 円 132,240 円 第10段階 1.90 11,020 円 132,240 円 

第12段階 2.00 11,600 円 139,200 円 第11段階 2.00 11,600 円 139,200 円 

※【 】は、公費投入による負担軽減を勘案した額です 
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資 料 

１．淡路市高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱 

 

平成17年４月１日訓令第25号 
改正 平成23年11月22日訓令第10号 

（設置） 
第１条 淡路市における高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定等に関し、市

民各層の意見等を反映させるため、淡路市高齢者保健福祉計画策定委員会（以下「委
員会」という。）を置く。 

（任務） 
第２条 委員会は、市長の求めに応じて、次に掲げる事項について検討し、意見を述べ

るものとする。 
(１) 淡路市の高齢者保健福祉計画に関する事項 
(２) 淡路市の介護保険事業計画に関する事項 
(３) 前２号に掲げるもののほか、高齢者の保健、福祉等に関する事項 

（組織） 
第３条 委員会は、次に掲げるもののうちから15人を超えない範囲内で市長が委嘱す

る者をもって組織する。 
(１) 学識経験者 
(２) 市民 
(３) 保健・医療又は福祉関係の職種に携わる者 
(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす
る。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（委員長及び副委員長） 
第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 
２ 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 
第５条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 
２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

（関係者の出席等） 
第６条 委員長は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係者に対

して必要な資料の提出及び協力を求めることができる。 

（庶務） 
第７条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。 

（その他） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 
 

附 則 
この訓令は、平成17年４月１日から施行する。 
 

附 則（平成23年11月22日訓令第10号） 
この訓令は、公布の日から施行する。 
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２．淡路市高齢者保健福祉計画策定委員会委員名簿 

 

  氏 名 団体及び職名 備 考 

1 古川 秀敏 関西看護医療大学 地域在宅看護学准教授   

2 前谷 一旗 関西総合リハビリテーション専門学校専任教員   

3 植松 康有 第１号被保険者   

4 魚住 幸市 淡路市連合町内会会長  副委員長 

5 河野 さかゑ 淡路市いずみ会会長   

6 平松 勤志 淡路市老人クラブ連合会会長   

7 大畑 和典 淡路市民生委員児童委員連合会会長   

8 小南 廣之 淡路市社会福祉協議会会長  委員長 

9 大橋 明 淡路市医師会会長   

10 元津 敏文 淡路市歯科医師会会長   

11 笠谷 享代 

千鳥会デイサービスセンター、地域密着型特別

養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業

所ほほえみ施設長 

  

12 福谷 まち子 兵庫県介護支援専門員協会淡路島支部長   

13 於田 里実 聖隷ケアセンター津名センター長  

14 鷲見  宏 洲本健康福祉事務所長   
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３．高齢者保健福祉計画及び第８期介護保険事業計画策定経過 

 

日 程 項 目 内 容 

令和２(2020)年 

１月 15 日 

令和元年度 

第 1 回 淡路市介護保険計画

に向けた淡路市高齢者保健福

祉計画策定委員会 

・第 8 期淡路市介護保険計画事業計画 

策定について 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在

宅介護実態調査業務について 

２月 10 日～ 

２月 25 日  

介護予防・日常生活圏域ニー

ズ調査及び在宅介護実態調査

の実施 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

  配布数：1,985 件 

  回収数：1,248 件 

・在宅介護実態調査 

  配布数：1,000 件 

  回収数： 517 件 

３月 25 日 

令和元年度 

第 2 回 淡路市介護保険計画

に向けた淡路市高齢者保健福

祉計画策定委員会 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在

宅介護実態調査結果について 

・淡路市ＩｏＴヘルスケアにおける予防 

施策の実証報告について 

8 月 5 日 

令和２年度 

第１回 淡路市高齢者保健福

祉計画策定委員会 

（1）淡路市高齢者保健福祉計画及び第 8 期

介護保険事業計画策定に向けて 

・アンケート（調査結果）の振り返り・

国の方針 

・淡路市の高齢福祉の概況、高齢者の

健康生活状況、介護保険の概要 

（２）高齢者も生活しやすい地域・地域づく

りについて 

10 月 14 日 

令和２年度 

第２回 淡路市高齢者保健福

祉計画策定委員会 

高齢者保健福祉計画及び第８期淡路市介護

保険事業計画策定について 

（１）前回の振り返り  

（２）第７期計画の事業実施状況 

（３）新型コロナウイルス感染症緊急事態宣

言中の高齢者の生活状況及び健康状況  

（４）高齢者保健福祉の方向性及び予防事業

推進と高齢者の健康事業運営について 

12 月 16 日 

令和２年度 

第３回 淡路市高齢者保健福

祉計画策定委員会 

（１）高齢者保健福祉計画及び第８期淡路市

介護保険事業計画策定（案）について 

（２）パブリックコメントの実施について 

令和３(2021)年 

１月 15 日～ 

１月 29 日  

高齢者保健福祉計画及び第８

期介護保険事業計画（案）のパ

ブリックコメント 

意見提出者３名 

２月 10 日 

令和２年度 

第４回 淡路市高齢者保健福

祉計画策定委員会 

（１）介護保険料について 

（２）パブリックコメントの結果について 

（３）高齢者保健福祉計画及び第８期淡路

市介護保険事業計画最終案について 
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19.8 38.1 3.4 21.4 13.5 3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

１人暮らし 夫婦２人暮らし(配偶者65歳以上)

夫婦２人暮らし(配偶者64歳以下) 息子・娘との２世帯

その他 不明・無回答

４．淡路市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び在宅介護実態調査結果の概要 

（１）調査の概要 

① 調査の目的 

本調査は、「第８期淡路市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の策定に向けて、高齢

者の生活状況や健康状態、地域における活動の状況などを把握し、本市の高齢者福祉施

策の検討や、介護予防の充実に向けた基礎資料とすることを目的に実施しました。 

 

② 調査概要 

・調査対象者：淡路市在住で、65 歳以上の男女  

・調査期間 ：令和２(2020)年２月 10 日～２月 25 日 

・調査方法 ：郵送による配布・回収（無記名で回答） 

 配布数 有効回答数 有効回答率 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 1,985 件 1,248 件 62.9％ 

在宅介護実態調査 1,000 件 517 件 51.7％ 

 

（２）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果の概要 

① 回答者の家族や生活状況について 

（ア）家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）普段の生活での介護介助の必要性 

「介護・介助は必要ない」が 71.4％と最も高く、次いで「何らかの介護・介助は必

要だが、現在は受けていない」が 15.6％、「現在、何らかの介護を受けている」が 9.4％

となっています。 

 

 

 

 

 

  

71.4 15.6 9.4 3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている

不明・無回答
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26.5 

26.5 

34.2 

14.5 

6.8 

2.6 

28.2 

7.7 

3.4 

0% 10% 20% 30% 40%

配偶者(夫・妻)

息子

娘

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

介護サービスのヘルパー

その他

不明・無回答

全体（N=117）

26.5 

26.5 

34.2 

14.5 

6.8 

2.6 

28.2 

7.7 

3.4 

0% 10% 20% 30% 40%

配偶者(夫・妻)

息子

娘

子の配偶者

孫

兄弟・姉妹

介護サービスのヘルパー

その他

不明・無回答

全体（N=117）

7.8 24.2 59.6 6.0

0.4

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

大変苦しい やや苦しい ふつう

ややゆとりがある 大変ゆとりがある 不明・無回答

48.3 21.6 26.9 3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

できるし、している できるけどしていない

できない 不明・無回答

66.8 13.0 18.2 2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

できるし、している できるけどしていない

できない 不明・無回答

（ウ）主な介護者・介助者（複数回答） 

「娘」が 34.2％と最も高く、次いで「介護サービスのヘルパー」が 28.2％、

「配偶者(夫・妻)」「息子」がともに 26.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）経済状況 

「ふつう」が 59.6％と最も高く、次いで「やや苦しい」が 24.2％、「大変苦しい」

が 7.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

② 歩行状況や立位の維持について 

（ア）～（ウ）のいずれの項目も、「できるし、している」が最も高くなっています。 

“階段を手すりや壁をつたわらずにのぼっているか”の「できない」割合は 26.9％と

なっています。 

（ア）階段を手すりや壁をつたわらずにのぼっているか 

 

 

 

 

（イ）椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっているか 
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64.5 18.9 15.2 1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

できるし、している できるけどしていない

できない 不明・無回答

16.9 26.0 55.6 1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

何度もある １度ある ない 不明・無回答

20.8 41.0 23.7 12.7 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

とても不安である やや不安である あまり不安でない

不安でない 不明・無回答

9.9 15.5 38.3 34.9 1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

ほとんど外出しない 週１回 週２～４回

週５回以上 不明・無回答

（ウ）15 分位続けて歩いているか 

 

 

 

 

 

 

 

③ 転倒リスクの状況について 

（ア）過去１年間に転んだ経験の有無 

「ない」が 55.6％と最も高く、次いで「１度ある」が 26.0％、「何度もある」が

16.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

（イ）転倒に対する不安 

「やや不安である」が 41.0％と最も高く、次いで「あまり不安でない」が 23.7％、

「とても不安である」が 20.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 外出（閉じこもり）の状況について 

（ア）週に１回以上の外出状況 

「週２～４回」が 38.3％と最も高く、次いで「週５回以上」が 34.9％、「週１回」

が 15.5％となっています。 
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12.4 

2.7 

49.8 

20.1 

21.4 

9.5 

13.8 

36.9 

16.3 

14.1 

10.2 

5.1 

12.4 

4.1 

3.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

病気

障害（脳卒中の後遺症など）

足腰の痛み

トイレの心配

耳が聞こえにくい

目が見えにくい

外出する楽しみがない

外出する用事が減った

親しい友人がいなくなった

経済的に余裕がない

車の運転が不安である

家族が車を運転しなくなった

公共交通機関が最寄りにない

その他

不明・無回答

全体（N=412）

12.4 

2.7 

49.8 

20.1 

21.4 

9.5 

13.8 

36.9 

16.3 

14.1 

10.2 

5.1 

12.4 

4.1 

3.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

病気

障害（脳卒中の後遺症など）

足腰の痛み

トイレの心配

耳が聞こえにくい

目が見えにくい

外出する楽しみがない

外出する用事が減った

親しい友人がいなくなった

経済的に余裕がない

車の運転が不安である

家族が車を運転しなくなった

公共交通機関が最寄りにない

その他

不明・無回答

全体（N=412）

5.8 27.2 34.4 31.7 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

とても減っている 減っている あまり減っていない

減っていない 不明・無回答

（イ）昨年と比べた外出回数 

「あまり減っていない」が 34.4％と最も高く、次いで「減っていない」が 31.7％、

「減っている」が 27.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）外出が減っている理由（複数回答） 

「足腰の痛み」が 49.8％と最も高く、次いで「外出する用事が減った」が 36.9％、

「耳が聞こえにくい」が 21.4％となっています。 
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35.8 

13.1 

8.0 

54.1 

28.0 

5.9 

14.7 

2.0 

0.4 

0.9 

3.4 

11.1 

1.0 

3.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

徒歩

自転車

バイク

自動車（自分で運転）

自動車（人に乗せてもらう）

電車

路線バス

病院や施設のバス

車いす

電動車いす（カート）

歩行器・シルバーカー

タクシー

その他

不明・無回答

全体（N=1,248）

6.7 61.1 24.0 8.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

やせ（18.5未満） 適正（18.5～25.0未満）

太りすぎ（25.0以上） 不明・無回答

11.5 82.1 6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

（エ）外出の際の移動手段（複数回答） 

「自動車（自分で運転）」が 54.1％と最も高く、次いで「徒歩」が 35.8％、「自動

車（人に乗せてもらう）」が 28.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 栄養状態について 

ＢＭＩは、「適正（18.5～25.0 未満）」が 61.1％と最も高く、次いで「太りすぎ（25.0

以上）」が 24.0％、「やせ（18.5 未満）」が 6.7％となっています。 

 

（ア）ＢＭＩ（身長と体重より算出）の状況 

 

 

 

 

 

 

（イ）６か月間で２～３kg 以上の体重減少の有無 
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25.9 70.8 3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

37.4 59.3 3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

29.4 66.9 3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

53.0 44.5 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

87.1 11.1 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

28.5 69.2 2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

⑥ 口腔機能の状況について 

（ア）～（ウ）のいずれの項目も、「はい」より「いいえ」のほうが高くなっています。 

 

（ア）半年前に比べて固いものが食べにくくなった 

 

 

 

 

（イ）お茶やお汁等でむせる 

 

 

 

 

（ウ）口の渇きが気になる 

 

 

 

 

 

 

⑦ 認知機能の状況について 

物忘れが多いと感じるかについては、「はい」が 53.0％、「いいえ」が 44.5％となっ

ています。 

 

（ア）物忘れが多いと感じる 

 

 

 

 

（イ）自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしている 

 

 

 

 

（ウ）今日が何月何日かわからない時がある 
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69.6 14.1 13.7 2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

できるし、している できるけどしていない

できない 不明・無回答

75.8 15.1 7.4 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

できるし、している できるけどしていない

できない 不明・無回答

66.7 20.2 11.3 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

できるし、している できるけどしていない

できない 不明・無回答

78.4 13.8 5.91.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

できるし、している できるけどしていない

できない 不明・無回答

76.4 15.0 7.1 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

できるし、している できるけどしていない

できない 不明・無回答

82.1 16.2 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

66.1 31.3 2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

81.7 16.3 2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

⑧ 手段的日常生活動作（ＩＡＤＬ）の状況について 

（ア）～（ス）のいずれの項目も「はい」のほうが高くなっています。 

“（コ）友人の家を訪ねているか”の「はい」の割合は 54.1％となっています。 

 

（ア）バスや電車を使って 

１人で外出している 

（自家用車でも可） 

 

（イ）自分で食品・日用品の 

買物をしている 

 

 

（ウ）自分で食事の用意を 

している 

 

 

（エ）自分で請求書の支払い 

をしている 

 

 

（オ）自分で預貯金の出し入れ 

をしている 

 

 

 

 

 

（カ）年金などの書類が書ける 

 

 

 

（キ）新聞を読んでいる 

 

 

 

（ク）本や雑誌を読んでいる 
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87.5 10.8 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

54.1 43.9 2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

71.5 25.9 2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

82.1 16.0 1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

74.0 24.2 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

（ケ）健康についての記事や 

番組に関心がある 

 

 

 

 

（コ）友人の家を訪ねている 

 

 

 

（サ）家族や友人の相談に 

のっている 

 

 

（シ）病人を見舞うことが 

できる 

 

 

（ス）若い人に自分から話し 

かけることがある 
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1.0

2.5

1.0

0.5

0.6

2.6

1.6

0.1

1.8

0.6

0.3

0.6

10.3

11.0

1.8

4.6

4.7

0.6

1.3

3.4

0.2

1.1

1.0

0.2

0.6

0.5

6.6

8.4

2.0

4.6

3.6

1.6

2.9

16.7

2.2

1.4

1.3

0.3

0.9

1.0

1.8

4.2

6.5

3.6

12.3

5.4

1.8

3.1

9.0

0.4

3.1

0.8

3.6

4.6

2.7

3.8

8.7

4.0

7.1

5.6

2.2

1.8

6.1

0.6

12.3

0.7

21.2

34.9

3.5

7.3

48.1

49.8

43.0

52.4

49.5

36.7

40.0

49.0

37.4

26.1

44.2

29.6

44.8

37.3

32.0

30.8

28.1

33.8

41.6

35.6

41.0

47.4

43.0

71.2

29.2

28.7

30.3

28.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①ボランティアのグループ

②スポーツ関係のグループやクラブ

③趣味関係のグループ

④学習・教養サークル

⑤介護予防のための通いの場

体操（いきいき100歳体操等）

サロン等

デイサービス・デイケア

市の温泉やプール

その他

⑥老人クラブ

⑦町内会・自治会

⑧収入のある仕事

⑨農業・漁業などの定期的な作業

週４回以上 週２～３回 週１回

月１～３回 年に数回 参加していない

不明・無回答

全体（N=1,248）

⑨ 地域での活動について 

（ア）会・グループへの参加頻度 

【⑦町内会・自治会】【⑨農業・漁業などの定期的な作業】で『参加している』（「週

４回以上」～「年に数回」の合計）が３割以上となっています。また、【①ボランティ

アのグループ】【②スポーツ関係のグループやクラブ】【③趣味関係のグループ】【④学

習・教養サークル】【⑤介護予防のための通いの場】【体操（いきいき 100 歳体操等）】

【サロン等】【デイサービス・デイケア】【市の温泉やプール】【その他】【⑥老人クラ

ブ】【⑧収入のある仕事】【⑨農業・漁業などの定期的な作業】では「参加していない」

が『参加している』を上回っています。 
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6.6 42.1 29.2 9.0 13.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない

既に参加している 不明・無回答

1.8 27.1 48.8 6.3 15.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない

既に参加している 不明・無回答

46.9 

17.5 

34.5 

29.8 

11.7 

34.1 

1.3 

4.2 

7.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

不明・無回答

全体（N=1,248）

46.9 

17.5 

34.5 

29.8 

11.7 

34.1 

1.3 

4.2 

7.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

不明・無回答

全体（N=1,248）

（イ）地域づくり活動への参加者としての参加意向 

「参加してもよい」が 42.1％と最も高く、次いで「参加したくない」が 29.2％、

「既に参加している」が 9.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）地域づくり活動への企画・運営としての参加意向 

「参加したくない」が 48.8％と最も高く、次いで「参加してもよい」が 27.1％、

「既に参加している」が 6.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 情緒的なサポートの状況について 

どちらの項目も「配偶者」が最も高く、４割台となっています。 

 

●心配事や愚痴を聞いてくれる人   ●心配事や愚痴を聞いてあげる人 

   （複数回答）              （複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.6 

13.2 

29.1 

29.0 

15.2 

35.6 

1.0 

7.1 

10.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

不明・無回答

全体（N=1,248）

46.9 

17.5 

34.5 

29.8 

11.7 

34.1 

1.3 

4.2 

7.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

不明・無回答

全体（N=1,248）
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10.7 

18.3 

7.1 

27.1 

14.3 

5.0 

27.6 

18.4 

0% 10% 20% 30%

自治会・町内会・老人クラブ

社会福祉協議会・民生委員

ケアマネジャー

医師・歯科医師・看護師

地域包括支援センター・役所・役場

その他

そのような人はいない

不明・無回答

全体（N=1,248）

どちらの項目も「配偶者」が最も高く、５割台となっています。 

 

●寝込んだときに看病や世話をしてくれる人   ●看病や世話をしてあげる人 

   （複数回答）              （複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 家族や友人・知人以外で相談する相手（複数回答） 

「そのような人はいない」が 27.6％と最も高く、次いで「医師・歯科医師・看護師」

が 27.1％、「社会福祉協議会・民生委員」が 18.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46.9 

17.5 

34.5 

29.8 

11.7 

34.1 

1.3 

4.2 

7.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

不明・無回答

全体（N=1,248）

52.2 

23.9 

35.7 

15.3 

2.1 

3.8 

1.4 

4.8 

8.1 

0% 20% 40% 60%

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

不明・無回答

全体（N=1,248）

46.9 

17.5 

34.5 

29.8 

11.7 

34.1 

1.3 

4.2 

7.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

不明・無回答

全体（N=1,248）

51.8 

15.2 

19.7 

22.4 

3.6 

6.0 

1.5 

13.8 

14.3 

0% 20% 40% 60%

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

そのような人はいない

不明・無回答

全体（N=1,248）
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5.8 65.6 20.6 3.74.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

とてもよい まあよい あまりよくない

よくない 不明・無回答

0.2 

0.7 

0.7 

3.1 

4.2 

23.7 

9.2 

13.2 

21.8 

5.7 

11.5 

5.8 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

０点

１点

２点

３点

４点

５点

６点

７点

８点

９点

10点

不明・無回答

全体（N=1,248）

38.3 56.3 5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

27.4 65.8 6.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

⑫ 健康について 

（ア）健康状態 

「まあよい」が 65.6％と最も高く、次いで「あまりよくない」が 20.6％、「とても

よい」が 5.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）幸福度 

「５点」が 23.7％と最も高く、次いで「８点」が 21.8％、「７点」が 13.2％となっ

ています。平均点は 6.75 点となっています。 

 

 

有効回答数 1,176件 

合計点数 7,936点 

平均点数 6.75点 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）うつ傾向 

どちらの項目も「いいえ」のほうが高くなっています。 

 

●この１か月間、気分が沈ん 

だり、ゆううつな気持ちに 

なったりすることがあった 

 

●この１か月間、物事に対して 

興味がわかない、心から楽し 

めない感じがよくあった 
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11.1 

43.4 

3.0 

9.8 

14.9 

11.7 

4.9 

8.0 

8.8 

16.4 

5.6 

4.0 

1.5 

1.0 

1.0 

0.6 

21.0 

10.0 

5.0 

7.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ない

高血圧

脳卒中（脳出血・脳梗塞等）

心臓病

糖尿病

高脂血症（脂質異常）

呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）

胃腸・肝臓・胆のうの病気

腎臓・前立腺の病気

筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）

外傷（転倒・骨折等）

がん（悪性新生物）

血液・免疫の病気

うつ病

認知症（アルツハイマー病等）

パーキンソン病

目の病気

耳の病気

その他

不明・無回答

全体（N=1,248）

37.3 55.4 7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=1,248）

はい いいえ 不明・無回答

17.6 

10.5 

16.6 

16.7 

31.6 

2.4 

34.9 

0% 10% 20% 30% 40%

淡路市地域包括支援センター

淡路市在宅介護支援センター

認知症疾患医療センター（淡路医療センター）

淡路市社会福祉協議会

かかりつけ医

その他

不明・無回答

全体（N=1,248）

17.6 

10.5 

16.6 

16.7 

31.6 

2.4 

34.9 

0% 10% 20% 30% 40%

淡路市地域包括支援センター

淡路市在宅介護支援センター

認知症疾患医療センター（淡路医療センター）

淡路市社会福祉協議会

かかりつけ医

その他

不明・無回答

全体（N=1,248）

（エ）現在治療中、または後遺症のある病気（複数回答） 

「高血圧」が 43.4％と最も高く、次いで「目の病気」が 21.0％、「筋骨格の病気

（骨粗しょう症、関節症等）」が 16.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ 認知症に関する相談窓口について 

認知症に関する相談窓口を知っているとの質問に対し、「いいえ」が 55.4％、「はい」

が 37.3％となっています。 

 

●認知症に関する相談窓口を 

知っている 

 

 

 

 

●認知症に関する相談窓口で 

知っているもの 
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15.1 9.5 10.6 8.3 50.5 6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=517）

ない

家族・親族の介護はあるが、週に１日よりも少ない

週に１～２日ある

週に３～４日ある

ほぼ毎日ある

不明・無回答

25.2 53.9 14.5

1.2 2.0 2.9

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=408）

配偶者 子 子の配偶者 孫

兄弟・姉妹 その他 不明・無回答

32.1 66.9 1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=408）

男性 女性 不明・無回答

26.1 23.4 48.0 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=517）

単身世帯 夫婦のみ世帯 その他 不明・無回答

（３）在宅介護実態調査結果の概要 

① 調査対象者本人について 

（ア）世帯類型 

 

 

 

 

 

 

（イ）家族や親族からの介護の頻度 

「ほぼ毎日ある」が 50.5％と最も高く、次いで「ない」が 15.1％、「週に１～２日

ある」が 10.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 主な介護者 

（ア）主な介護者の属性 

主な介護者は、「子」が53.9％と最も高く、次いで「配偶者」が25.2％、「子の配偶

者」が14.5％となっています。また、主な介護者の性別は「女性」が66.9％、「男性」

が32.1％となっており、年齢は「60代」が37.7％と最も高く、次いで「70代」が

19.4％、「50代」が18.6％となっています。 

●主な介護者 

 

 

 

 

 

●主な介護者の性別 
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0.0 0.2 0.5

4.2 18.6 37.7 19.4 18.1

0.5

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=408）

20歳未満 20代 30代 40代

50代 60代 70代 80歳以上

わからない 不明・無回答

25.0 

20.3 

23.8 

27.5 

25.7 

40.4 

26.5 

70.1 

52.0 

30.9 

15.9 

71.8 

75.7 

70.1 

5.9 

0.2 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

わからない

不明・無回答

全体（N=408）

●主な介護者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）現在、主な介護者がおこなっている介護等（複数回答） 

「その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）」が75.7％と最も高く、次いで「食事の

準備（調理等）」が71.8％、「外出の付き添い、送迎等」「金銭管理や生活面に必要な諸

手続き」が70.1％となっています。 
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9.3 

2.5 

2.2 

1.0 

64.7 

4.4 

16.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

主な介護者が、仕事を辞めた

（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が、

仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者が、転職した

主な介護者以外の家族・親族が、

転職した

介護のために仕事を辞めた

家族・親族はいない

わからない

不明・無回答

全体（N=408）

7.7 

8.3 

10.8 

7.0 

8.1 

11.4 

12.8 

6.6 

4.3 

4.3 

52.4 

11.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉    等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

利用していない

不明・無回答

全体（N=517）

14.7 

13.5 

18.0 

12.4 

12.4 

22.2 

25.7 

18.4 

6.4 

4.3 

29.8 

13.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉    等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

不明・無回答

全体（N=517）

14.7 

13.5 

18.0 

12.4 

12.4 

22.2 

25.7 

18.4 

6.4 

4.3 

29.8 

13.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉    等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

不明・無回答

全体（N=517）

③ 家族や親族の中で、本人（認定調査対象者）の介護を主な理由として、過去１

年の間に仕事を辞めた方の有無（複数回答） 

「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」が 64.7％と最も高く、次いで「主

な介護者が、仕事を辞めた（転職除く）」が 9.3％、「わからない」が 4.4％となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 介護保険外サービスの利用状況及び今後の在宅生活の継続に必要と感じる支

援・サービス（複数回答） 

現在、利用している支援・サービスは、「利用していない」が52.4％と最も高く、次い

で「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が12.8％、「外出同行（通院、買い物など）」

が11.4％となっています。 

今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスは、「特になし」が29.8％と最も

多く、次いで「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が25.7％、「外出同行（通院、

買い物など）」が22.2％となっています。 

 

  ●現在使用している介護保険外サービス           ●在宅生活の継続に必要なサービス・支援 
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48.7 20.9 19.3 11.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=517）

入所・入居は検討していない

入所・入居を検討している

すでに入所・入居申し込みをしている

不明・無回答

11.2 

21.1 

4.4 

9.3 

3.3 

20.3 

3.9 

13.0 

36.4 

3.9 

1.7 

14.1 

22.1 

21.5 

3.5 

2.1 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

脳血管疾患（脳卒中）

心疾患（心臓病）

悪性新生物（がん）

呼吸器疾患

腎疾患（透析）

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）

膠原病（関節リウマチ含む）

変形性関節疾患

認知症

パーキンソン病

難病（パーキンソン病を除く）

糖尿病

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）

その他

なし

わからない

不明・無回答

全体（N=517）

11.2 

21.1 

4.4 

9.3 

3.3 

20.3 

3.9 

13.0 

36.4 

3.9 

1.7 

14.1 

22.1 

21.5 

3.5 

2.1 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

脳血管疾患（脳卒中）

心疾患（心臓病）

悪性新生物（がん）

呼吸器疾患

腎疾患（透析）

筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）

膠原病（関節リウマチ含む）

変形性関節疾患

認知症

パーキンソン病

難病（パーキンソン病を除く）

糖尿病

眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）

その他

なし

わからない

不明・無回答

全体（N=517）

24.4 70.4 5.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=517）

利用している 利用していない 不明・無回答

⑤ 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況 

「入所・入居は検討していない」が 48.7％と最も高く、次いで「入所・入居を検討し

ている」が 20.9％、「すでに入所・入居申し込みをしている」が 19.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 現在抱えている傷病（複数回答） 

「認知症」が 36.4％と最も高く、次いで「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴う

もの）」が 22.1％、「その他」が 21.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 訪問診療の利用状況 

「利用していない」が 70.4％、「利用している」が 24.4％となっています。 
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70.4 25.0 4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=517）

利用している 利用していない 不明・無回答

70.4 25.0 4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=517）

利用している 利用していない 不明・無回答

26.4 

10.9 

24.0 

0.8 

6.2 

3.1 

10.9 

7.0 

20.9 

10.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現状では、サービスを利用するほどの状態ではない

本人にサービス利用の希望がない

家族が介護をするため必要ない

以前、利用していたサービスに不満があった

利用料を支払うのが難しい

利用したいサービスが利用できない、身近にない

住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため

サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない

その他

不明・無回答

全体（N=129）

26.4 

10.9 

24.0 

0.8 

6.2 

3.1 

10.9 

7.0 

20.9 

10.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現状では、サービスを利用するほどの状態ではない

本人にサービス利用の希望がない

家族が介護をするため必要ない

以前、利用していたサービスに不満があった

利用料を支払うのが難しい

利用したいサービスが利用できない、身近にない

住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため

サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない

その他

不明・無回答

全体（N=129）

⑧ 介護サービスの利用状況 

（ア）利用の有無 

「利用している」が 70.4％、「利用していない」が 25.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

（イ）サービスを利用していない理由 

「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」が 26.4％と最も高く、次い

で「家族が介護をするため必要ない」が 24.0％、「本人にサービス利用の希望がない」

が 10.9％となっています。 
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28.2 

32.8 

11.0 

21.1 

6.4 

9.8 

14.7 

22.8 

13.0 

29.9 

9.1 

26.7 

19.9 

19.1 

8.3 

4.2 

0.5 

17.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答

全体（N=408）

25.0 

20.3 

23.8 

27.5 

25.7 

40.4 

26.5 

70.1 

52.0 

30.9 

15.9 

71.8 

75.7 

70.1 

5.9 

0.2 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

わからない

不明・無回答

全体（N=408）

21.3 21.3 44.9 1.0 11.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=408）

フルタイムで働いている

パートタイムで働いている

働いていない

主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答

⑨ 主な介護者の介護と仕事の両立の状況 

（ア）現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者が不安に感じる介護等（複数

回答） 

「夜間の排泄」が 32.8％と最も高く、次いで「認知症状への対応」が 29.9％、「日

中の排泄」が 28.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）主な介護者の方の勤務形態 

「働いていない」が 44.9％と最も高く、次いで「フルタイムで働いている」「パー

トタイムで働いている」がともに 21.3％となっています。 
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33.3 

33.9 

16.7 

5.2 

12.6 

1.1 

8.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間

勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」

を取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、

働いている

介護のために、上記以外の調整をしながら、

働いている

主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答

全体（N=174）

33.3 

33.9 

16.7 

5.2 

12.6 

1.1 

8.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

特に行っていない

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間

勤務、遅出・早帰・中抜け等）」しながら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護休暇等）」

を取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、

働いている

介護のために、上記以外の調整をしながら、

働いている

主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答

全体（N=174）

25.3 

25.9 

18.4 

15.5 

5.2 

10.9 

9.2 

23.0 

3.4 

7.5 

2.3 

14.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない

介護休業・介護休暇等の制度の充実

制度を利用しやすい職場づくり

労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど）

仕事と介護の両立に関する情報の提供

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

介護をしている従業員への経済的な支援

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答

全体（N=174）

（ウ）介護をするにあたって働き方についての調整等の実施（複数回答） 

＜働いている介護者のみ回答＞ 

介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」

しながら、働いている」が 33.9％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）仕事と介護の両立に効果があると思う勤め先からの支援（複数回答） 

<働いている介護者のみ回答> 

「介護休業・介護休暇等の制度の充実」が 25.9％と最も高く、次いで「自営業・フ

リーランス等のため、勤め先はない」が 25.3％、「介護をしている従業員への経済的

な支援」が 23.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ）働きながらでの介護の継続についての考え<働いている介護者のみ回答> 

「問題はあるが、何とか続けていける」が 57.5％と最も高く、次いで「続けていく

のは、やや難しい」が 16.1％、「問題なく、続けていける」が 8.0％となっています。 

 

 

 

  

8.0 57.5 16.1 5.7

0.6

12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=174）

問題なく、続けていける

問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい

続けていくのは、かなり難しい

主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答

8.0 57.5 16.1 5.7

0.6

12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=174）

問題なく、続けていける

問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい

続けていくのは、かなり難しい

主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答

8.0 57.5 16.1 5.7

0.6

12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=174）

問題なく、続けていける

問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい

続けていくのは、かなり難しい

主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答

8.0 57.5 16.1 5.7

0.6

12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（N=174）

問題なく、続けていける

問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい

続けていくのは、かなり難しい

主な介護者に確認しないと、わからない

不明・無回答
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５．緊急事態宣言中の高齢者の生活状況に関するアンケート調査結果の概要 

（１）調査の概要 

① 調査の目的 

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言中の高齢者の生活実態を把握するため、「緊急

事態宣言中の高齢者の生活状況に関するアンケート」を実施しました。 

 

② 調査の実施概要 

・調査対象：市内在住の 65 歳以上の方 

・実施時期：令和２(2020)年６月１日～令和２(2020)年７月10日 

・調査方法：調査票による本人記入方式、郵送にて調配布・回収 

・総回収数：7,315 件(有効回答数は設問ごとに設定) 

 

（２）調査結果の概要 

① 回答者の属性 (n=7,315) 

回答者の性別は「男性」が 43.2%、「女性」が 55.7%で、年齢は 65～74 歳の前期

高齢者が 45.9%、75 歳以上の後期高齢者が 51.8%となりました。 

また、要介護認定区分では「一般高齢者」が 85.4%を占めていました。生活圏域は、

「津名」が 30.7%と最も多く、次いで「東浦」が 18.6%、「一宮」が 18.5%、「北淡」

が 18.2%、「岩屋」が 10.7%という結果となっています。 

※( )内は人数 

 
 

 
 

 

43.2%
(3,160)

55.7%
(4,075)

1.1%
(80)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

性別

男性 女性 無回答

20.6%
(1,507)

25.3%
(1,851)

19.0%
(1,390)

14.7%
(1,075)

18.1%
(1,324)

2.3%
(168)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

年齢

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 無回答
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85.4%
(6,247)

2.4%
(176)

2.5%
(183)

9.7%
(710)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

認定区分

一般高齢者 要支援1 要支援2 無回答

30.7%
(2,246)

18.6%
(1,361)

18.5%
(1,353)

18.2%
1,331)

10.7%
783)

3.3%
(241)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活圏域

津名 東浦 一宮 北淡 岩屋 無回答
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② アンケートの各設問の結果 

Q1 商品券の使い道について 

商品券の使い道としては、「日常生活に使う」が 78.9%と最も多い結果となりまし

た。 

  

 

 

 
有効回答数(n=7,172)  

 
 

 

  

8.2% (588)

78.9%
(5,772)

3.4% (244)

1.2% (86)

2.6% (187)

11.4% (818)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

欲しかったものを買う

日常生活に使う

友人との食事

温泉施設に行く

移動費用に使う

今から考える、その他
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Q2 新型コロナウイルス前後の幸せ度の推移について 

新型コロナウイルスの流行前後において、幸せ度は 33.8%の回答者で減少していま

した。 

 

 

 

有効回答数(n=6,863) 

 

 
➢ 新型コロナ流行前と現在の幸せ度の比較 

 
 

  

0.9% (62)

2.0% (137)

5.7% (391)

44.3% (3,040)

29.5% (2,025)

17.5% (1,201)

2.2% (151)

6.0% (412)

16.9% (1,160)

45.6%
(3,130)

19.3% (1,325)

10.1% (693)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0

1

2

3

4

5

流行前の幸せ度 現在の幸せ度

33.8% (2,320)

37.3% (1,213)

30.4% (1,056)

37.1% (52)

63.1% (4,331)

60.2% (1,957) 

66.0% (2,292)

55.7% (78)

3.1%
(213)

2.5%
(81)

3.5%
(122)

7.1%
(10)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=6,863)

65～74歳(n=3,251)

75歳以上(n=3,472)

無回答(n=140)

減少 変化なし 増加
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Q3 緊急事態宣言中に控えたこと、やめたことについて 

「外食」や「食料・日用品以外の買い物」、「近所の人などとの立ち話や談話」が多い

結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

有効回答数(n=6,830) 

 
 

 

Q4 運動不足の懸念について 

緊急事態宣言中に運動不足が「気になった」との回答は 45.9%となりました。 

 

 

 

有効回答数(n=6,917)  

 

70.3%(4,802)

28.8% (1,967)

44.5% (3,039)

34.6% (2,363)

20.1% (1,373)

14.3% (977)

30.7% (2,097)

26.8% (1,830)

8.7% (594)

40.1% (2,739)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

外食

食料日用品の買い物

食料・日用品以外の買い物

散髪

室内での運動や趣味の活動

屋外での散歩、作業

医療機関受診

バスやタクシーの利用

仕事・アルバイト・パート

立ち話や談話

45.9% (3,175)

44.2% (1,429)

47.8% (1,673)

48.7% (73)

54.1% (3,742)

55.8%( 1,803)

52.2% (1,826)

51.3% (77)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=6,917)

65～74歳

(n=3,232)

75歳以上

(n=3,499)

無回答

(n=150)

気になった 気にならなかった
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Q5 緊急事態宣言中の運動について 

緊急事態宣言中の運動について「特に何もしなかった」との回答は 51.1%でした。 

 

 

 

 

有効回答者(n=6,871)  

 
 

 

Q6 緊急事態宣言中の主な情報源について 

「テレビ」、「新聞」が多い結果となりました。また、「淡路市の広報やお知らせ」も

32.5%の回答者が主な情報源としていました。年齢別では 65～74 歳の 24.8%が

「インターネット」をあげ、75 歳以上では 11.3%が「病院・介護施設等」をあげて

いました。 

 

 

 

 

 

有効回答者数(n=7,026)  

 

2.8%
(192)

1.0%
(32)

4.5%
(158)

2.7%
(4)

46.1% (3,168)

45.0%( 1,447)

47.0% (1,648)

46.3% (69)

51.1% (3,511)

54.0% (1,737)

48.5% (1,700)

51.0% (76)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

(n=6,871)

65～74歳

(n=3,216)

75歳以上

(n=3,506)

無回答

(n=149)

自宅でいきいき100歳体操 他の体操や歩くなど 特に何もせず

94.4%
(6,633)68.0%

(4,778)
2.8% (197)

15.3% (1,075)

32.5% (2,283)

30.3% (2,129)

8.0% (562)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレビ

新聞

週刊誌・雑誌

インターネット

市の広報等

家族・友人

病院・介護施設等
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➢ 年齢別の集計結果 

 
 

 

Q7 自宅の DVD 視聴環境について 

回答者の 38.9%が DVD プレイヤーを使っていると回答しました。年齢別では 65

～74 歳が 49.6%となり、75 歳以上では 28.9%と相対的に低い結果となりました。 

 

 

 

 

 

 
 

  

95.9%

71.3%

2.6%

24.8%

30.7%

30.6%

4.4%

93.1%

65.2%

2.9%

6.5%

34.7%

30.3%

11.3%

93.0%

63.7%

3.8%

17.8%

18.5%

26.8%

5.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレビ

新聞

週刊誌・雑誌

インターネット

市の広報等

家族・友人

病院・介護施設等

65～74歳(n=3,274) 75歳以上(n=3,595) 無回答(n=157)

38.9% (2,677)

49.6% (1,603)

28.9%(1,011)

40.0%(60)

52.3% (3,599)

46.0% (1,487)

58.1%(2,033)

50.7%(76)

8.8%
(606)

4.4%
(142)

12.9%
(451)

9.3%
(14)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

(n=6,881)

65～74歳

(n=3,232)

75歳以上

(n=3,499)

無回答

(n=150)

使っている 使っていない わからない
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Q8 自宅のインターネット環境について 

回答者の 55.6%が自宅でインターネットを使える環境にあることが分かりました。

特に 65～74 歳では 49.4%の回答者が「使える」と回答しています。 

 

 

 

 

 

   
 

Q9 現在使っている連絡・交流方法について 

回答者の約４割が「スマホ」を用いて連絡・交流をしていることが分かりました。 

年齢別では 65～74 歳の 55.3%が「スマホ」を用いていると回答しました。 

 

 

 

 

 

 

有効回答者(n=6,999) 

 
 

35.8% (2,477)

49.4% (1,597)

25.0% (875)

42.8% (64)

19.8% (1,370)

15.2% 491)

25.2% (882)

16.4% (25)

41.7% (2,885)

35.4% (1,144)

49.8% 1,743)

40.8% (61)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=6,918)

65～74歳

(n=3,232)

75歳以上

(n=3,499)

無回答

(n=150)

使える 自分は使えないが、同居人は使える 使えない

80.5% (5,634)

41.0% (2,870)

38.1% (2,667)

11.5% (805)

2.9% (203)

11.5% (805)

35.3% (2,471)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

固定電話

携帯電話(折りたたみ)

携帯電話(スマホ)

パソコンのメール

パソコンの電話

手紙

直接会って話す

55.6% 
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➢ 年齢別の集計結果 

 
 

Q10 いきいき 100 歳体操への参加経験について 

回答者の 23.4%がいきいき 100 歳体操への参加経験があると回答しました。 

年齢別では、75 歳以上が 29.2%と相対的に多い結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

有効回答者(n=6,994) 

 

80.6% (2,637)

37.2% (1,217)

55.3% (1,809)

17.3% (566)

3.8% (124)

11.7% (383)

36.2% (1,184)

80.6% (2,877)

44.4% (1,580)

22.1% (789)

6.4% (228)

2.1% (75)

11.5% (411)

34.7% (1,239)

75.8% (119)

44.6% (70)

40.8% (64)

10.2% (16)

1.3% (2)

5.1% (8)

30.6% (48)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

固定電話

携帯電話(折りたたみ)

携帯電話(スマホ)

パソコンのメール

パソコンの電話

手紙

直接会って話す

65～74歳(n=3,272) 75歳以上(n=3,570) 無回答(n=157)

23.4% (1,637)

17.3% (565)

29.2% (1,044)

16.6% (25) 

76.6% (5,359)

82.7% (2,701)

70.8% (2,533)

83.4% (126)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=6,996)

65～74歳

(n=3,266)

75歳以上

(n=3,577)

その他

(n=151)

ある ない
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Q11 いきいき100歳体操への参加意向について 

参加希望の回答者は 17.7% (1,133 人)という結果となりました。 

 

 

 

 

有効回答者(n=6,419)  

 
 

Q12 食事の状況について 

口腔機能に関して、「固いものが食べにくくなった」が 32.7%、「お茶や汁物でむせ

ることがある」が 25.5%、「口の渇きが気になる」が 27.8%という結果となりまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効回答者(n=6,910)  

 

17.7% (1,136)

16.5%(378)

18.7% (615)

16.8% (23)

69.3% (4,448)

74.0% (1,695)

64.7% (2,129)

75.9% (104)

13.0% 
(835)

9.5%
(218)

16.6%
(546)

7.3%
(10)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

(n=6,419)

65～74歳

(n=2,291)

75歳以上

(n=3,291)

その他

(n=137)

参加したい 参加したくない すでに参加している
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Q13 普段の外出や日常の行動について 

設問 2）において、昨年と比べ外出の回数が減っている回答者は合わせて 49.7%と

いう結果となりました。また設問 4）では、59.0%の回答者が転倒に対して不安を感

じていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効回答者(n=6,988)  

 

➢ 1) 週に 1 回以上の外出をしているか 

 
 

➢ 2) 昨年と比べ外出回数は減っているか 

 
  

9.2%
(643)

14.7%
(1,027)

41.3%
(2,886)

34.8%
(2,432)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほとんど外出しない 週1回 週2～4回 週5回以上

8.3%
(580)

41.4%
(2,893)

31.7%
(2,215)

18.6%
(1,230)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても減っている 減っている

あまり減っていない 減っていない

49.7% 
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➢ 3) 過去 1 年間に転んだ経験はあるか 

 
 

➢ 4) 転倒に対する不安は大きいか 

 
 

➢ 5) 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っているか 

 
 

➢ 6) 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がれるか 

 
 

13.0%
(908)

21.9%
(1,530)

65.1%
(4,549)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

何度もある 1度ある ない

18.9%
(1,321)

40.1%
(2,802)

25.9%
(1,810)

15.0%
(1,048)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても不安である やや不安である

あまり不安でない 不安でない

46.4%
(3,242)

28.4%
(1,985)

25.2%
(1,761)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できるし、している できるけど、していない できない

62.8%
(4,388)

18.1%
(1,265)

19.1%
(1,335)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できるし、している できるけど、していない できない

59.0 % 
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Q14 日常生活について 

設問 1）では、合わせて 25.9%の回答者が 1 人で乗り物を使い外出していない、

あるいは外出できないという結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効回答者(n=6,980) 

 
 

 

  

74.1% (5,172)

73.7% (5,144)

74.0% (5,165)

66.1% (4,614)

9.4%
(656)

14.0%
(977)

13.9%
(970)

20.8%
(1,451)

16.5%
(1,152)

12.3%
(859)

12.0%
(837)

13.1%
(914)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1) のりものに乗って1人で外出

するか

2) 自分で食品等買い物をするか

3) 自分で預貯金の出し入れを

するか

4) 15分位続けて歩いているか

できるし、している できるけど、していない できない

25.9% 
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45.0%
(3,141)

61.9%
(4,321)

55.0%
(3,839)

38.1%
(2,659)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5) 友達の家を訪れることがあるか

6) 家族や友達の相談にのることが

あるか

はい いいえ

49.6% (3,462)

19.2% (1,340)

28.7% (2,003)

21.3% (1,487)

6.0% (419)

26.3% (1,836)

2.9% (202)

4.9% (342)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

近隣

友人

その他

いない

7) 心配事や愚痴を聞いてもらいたい人は誰か
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Q15 こころの健康について 

こころの健康に関しては、5つの設問のうち1つ以上に「はい」と回答した方が

65.2%という結果となりました。年齢別に見ると65～74歳が57.9%に対し、75歳

以上が73.1%と相対的に高い結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効回答者(n=6,859) 

 
 

➢ ５つの設問のうち「はい」と回答した回数(年齢別) 

 

29.4% (2,017)

34.6% (2,373)

54.3% (3,724)

29.8% (2,044)

46.4% (3,183)

70.6% (4,842)

65.4% (4,486)

45.7% (3,135)

70.1% (4,808)

53.6% (3,676)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1) 毎日の生活に充実感がない

2) これまで楽しんでやれたことが

楽しめなくなった

3) 以前は楽にできていたことが

今ではおっくうになった

4) 自分が役に立つ人間だとは思えない

5) わけもなく疲れたような感じがする

はい いいえ

34.8% (2,234)

42.1% (1,375)

26.9% (804)

30.7% (51)

17.0%
(1,091)

17.7%
(578)

16.2%
(484)

16.3%
(27)

16.8%
(1,079)

16.0%
(522)

17.7%
(529)

16.9%
(28)

12.4%
(796)

9.9%
(323)

15.2%
(454)

9.6%
(16)

9.6%
(616)

7.5%
(245)

11.8%
(353)

11.4%
(19)

9.5%
(610)

6.7%
(219)

12.2%
(365)

15.1%
(25)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=6,420)

65～74歳(n=3,265)

75歳以上(n=2,989)

無回答(n=166)

0回 1回 2回 3回 4回 5回

65.2 % 

57.9 % 

73.1 % 



 

106 

Q16 栄養状態について 

設問 2）では、全体で 18.4%の回答者が半年間で 2～3kg 以上体重が減少したと

回答しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ １）現在の伸長と体重(BMI※の算出) 
※BMI(Body Mass Index) 肥満度を表す体格指標。体重 kg÷(身長 m)2で計算。18.5～25 未

満が「普通体重」とされる  

 

有効回答者(n=6,663) 

 
 

➢ 2）半年間に体重が 2～3kg 以上減少したか 

 

8.8% (586)

6.9% (220)

10.8% (360)

4.2% (6)

68.9% (4,590)

68.5% (2,186)

69.1% (2,301)

75.4% (107)

19.8%
(1,319)

22.3%
(712)

17.5%
583)

17.6%
(25)

2.5%
(168

2.3%
(73)

2.7%
(90)

2.8%
(4)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=6,663)

65～74歳

(n=3,191)

75歳以上

(n=3,330)

無回答

(n=142)

1)  年齢別BMI※(Body Mass Index)

18.5未満 18.5～25未満 25～30未満 30以上

18.4% (1,226)

15.0% (479)

21.3% (709)

23.9% (34)

81.6% (5,437)

85.0% (2,712)

78.7% (2,621)

76.1% (108)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=6,663)

65～74歳(n=3,191)

75歳以上(n=3,330)

無回答(n=142)

はい いいえ
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Q17 認知機能について 

設問 1）は認知機能の低下を問うもので、「1. はい」を選択した方は全体で 23.2%

でした。年齢別では 65～74 歳では 16.2%、75 歳以上では 29.5%の回答者が「1. 

はい」を選択していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効回答者(n=7,011)  

   
 

 

➢ 1)の設問で「1. はい」を選択した方の年齢別集計 

 

 
 

  

23.2% (1,627)

83.5% (5,854)

26.0% (1,823)

76.8% (5,384)

16.5%
(1,157)

74.0% (5,188)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

周りの人から物忘れがあるといわれる

自分で電話番号を調べ、電話をかける

何月何日かわらからない時がある

はい いいえ

16.2%
(532)

29.5%
(1,067)

23.1%
(37)

83.8% (2,743)

70.5% (2,555)

76.9% (123)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

65～74歳(n=3,275)

75歳以上(n=3,622)

無回答(n=160)

1. はい 2. いいえはい いいえ

何月何日かわからない時がある 
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③ 幸せ度に関する新型コロナの影響と関連する要因 

（ア）新型コロナウイルスの影響による幸せ度の変化 

新型コロナウイルスの流行前後において、全体および年齢別の集計結果共に、幸せ

度の平均値は有意に減少していました。（t 検定、P<0.01） 

 

 

 

 

➢ 幸せ度の平均値の変化(年齢別) 

 

 

 
 

※※ P<0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※※ P<0.01 

 

（イ）幸せ度と外出頻度の関係 

【Q2】と【Q13】の設問から、外出頻度が高いグループほど「現在の幸せ度」の平

均値が高い傾向が見られました。(一元配置分散分析,P<0.05) 

また【Q13】の設問から、全体で 9.2%の回答者が「ほとんど外出しない」を選択

していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※※ ※※ ※※ ※※ 

3.52 3.54 3.52
3.183.04 3.00 3.09

2.70

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

全体(n=6,863) 65～74歳(3,251) 75歳以上(n=3,472) 無回答(n=140)

流行前の幸せ度(平均値) 現在の幸せ度(平均値)
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有効回答者(n=6,653) 

 

➢ 現在の幸せ度（平均値）と外出頻度の関係 

 

 

 

➢ 年齢別の外出頻度 

 
 

 

  

2.76

2.94

3.04

3.17

2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50

ほとんど外出しない

(n=587)

週1回

(n=957)

週2～4回

(n=2,752)

週5回

(n=2,357)

現在の幸せ度の平均値

外
出
頻
度

9.2%
(643)

4.0%
(132)

14.1%
(501)

6.4%
(10)

14.7%
(1,025)

11.8%
(385)

17.4%
(620)

12.8%
(20)

41.3%
(2,886)

41.3%
(1,352)

41.1%
(1,461)

46.8%
(73)

34.8%
(2,434)

42.9%
(1,404)

27.5%
(977)

34.0%
(53)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=6,988)

65～74歳

(n=3,273)

75歳以上

(n=3,599)

無回答(n=156)

ほとんど外出しない 週1回 週2～4回 週5回
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④ 要支援リスクの高い人の割合(地域別・年齢別) 

（ア）要支援リスクの高い候補者の選定方法 

「介護予防のための生活機能評価に関するマニュアル（改訂版）」※を元に要支援リス

クの高い候補者を選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※介護予防の為の生活機能評価に関するマニュアル(改訂版) 

      https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/05/dl/tp0501-1c.pdf 

基本チェックリストのうち、 

ⅰ） 1 から 20 までの項目で 10 項目以上に該当 (全般的なリスク) 

ⅱ） 6 から 10 までの 5 項目で 3 項目以上に該当 (運動に関するリスク) 

ⅲ） 11 及び 12 の 2 項目すべてに該当 (栄養に関するリスク) 

ⅳ） 13 から 15 までの 3 項目で 2 項目以上に該当 (口腔に関するリスク) 

 

✓ 選定基準(ⅰ～ⅳ)ごとに要支援リスクの高い回答者を集計 

✓ アンケート回答者のうち要支援・要介護認定者を除いて集計(n=6,186) 
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（イ）要支援リスクの高い候補者の地域別・年齢別集計 

要支援・要介護認定を受けていない 6,186 人のうち、要支援リスクが高い候補者は

全体で 40.5% (2,508 人)となっています。その中でもⅱ(運動)に関するリスクの高

い候補者が 28.5%(1,763 人) と最も多い結果となっています。 

 

要支援・要介護認定を受けていない有効回答者(n=6,186) 

 
 

 

40.5%
(2,508)

7.7% (474)

13.0% (803)

7.8% (482)

4.5% (278)

7.6% (470)

0% 10% 20% 30% 40%

全体

東浦

津名

一宮

岩屋

北淡

6.9% (427)

1.3% (16)

2.6% (51)

1.1% (13)

0.6% (4)

1.3% (15)

1.8% (59)

5.1%(152)

0.0%

28.5%
(1,763)

5.6% (67)

9.2% (179)

5.6% (67)

2.8% (20)

5.3% (61)

11.4% (372)

17.0% (508)

0.6% (1)

2.2% (136)

0.5% (6)

0.6% (12)

0.4% (5)

0.3% (2)

0.4% (5)

0.8%(26)

1.4% (42)

0.0%

21.9% (1,355)

3.9% (47)

7.4% (144)

4.2% (50)

2.4% (17)

4.0% (46)

8.9% (291)

12.8% (383)

0.6% (1)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

全体

東浦(n=1,201)

津名(n=1,946)

一宮(n=1,189)

岩屋(n=699)

北淡(n=1,151)

65～74歳(n=3,265)

75歳以上(n=2,989)

無回答(n=166)

ⅰ(全般) ⅱ(運動) ⅲ(栄養) ⅳ(口腔)
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６．用語解説 

 

あ行 
 

 IoT 

Internet of Things の略。様々な「モノ（物）」がインターネットに接続され（単につな

がるだけではなく、モノがインターネットのようにつながる）、情報交換することにより相

互に制御する仕組み 

 

 ICT 

Information and Communication Technology の略。情報通信技術。通信技術を使っ

て人とインターネット、人と人がつながる技術のこと 

 

アセスメント 

介護過程の第一段階において、利用者の課題分析をするため、何を求めているのかを正

しく知るために行われる評価や査定のこと 

 

ACP（アドバンスケアプランニング） 

Advance Care Planning の略。将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、患

者を主体に、その家族や近しい人、医療・ケアチームが、繰り返し話し合いを行い、患者の

意思決定を支援するプロセスのこと 

 

NPO 

Non-Profit Organization の略。営利を目的とせず、社会的な活動を行う民間組織 

 

 エビデンス 

根拠、証拠。例えば医療分野では、薬や検査、治療方法の効果示す際に、臨床結果や検証

結果など 

 

 

か行 
 

介護給付費準備基金 

介護保険事業特別会計において発生した余剰金等を積み立て、財源不足時に取り崩して

充当するために設置される基金 

 

キャラバン・メイト 

認知症サポーターを要請する講座の講師役 
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 共生型サービス 

介護保険または障害福祉のいずれかの指定を受けた事業所がもう一方の制度における指

定を受けやすくする制度 

 

 共助 

制度化された相互扶助のこと。医療、年金、介護保険、社会保険制度など被保険者によ

る相互の負担で成り立つもの。 

 

居宅サービス 

在宅での介護を中心とする介護保険サービス 

 

ケアプラン 

要支援・要介護認定者が、介護サービスを適切に利用できるように、心身の状況、生活

環境、サービス利用の意向等を勘案して、サービスの種類、内容、時間及び事業者を定め

た計画 

 

ケアマネジメント 

要支援・要介護認定者のサービス利用者のニーズを満たすため、保健・医療・福祉等の

多様なサービスを適合させる系統だった連携・調整・統合の一連の活動 

 

ケアマネジャー（介護支援専門員） 

要支援・要介護認定者からの介護サービスの利用に関する相談や適切な居宅サービス・

施設サービスを利用できるようケアプランの作成やサービス事業者等との連絡調整を行う

専門職 

 

権利擁護 

自己の権利や援助のニーズを表明することが困難な高齢者等に代わって、援助者が代理

としてその権利やニーズの獲得を行うこと 

 

コーホート変化率法 

各コーホート（同年または同期間）の過去における実績人口の動勢から変化率を求め、

それにもとづき将来人口を推計する方法 

 

高額医療合算介護サービス費 

１年間の医療費保険と介護保険の合計の自己負担額が、一定額以上になったとき、超過

分を支給する保険給付 

 

高額介護サービス費 

所得等が一定以下の介護サービス利用者に対して、同じ月に利用したサービス利用料の
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自己負担額が一定額以上になったとき、超過分を支給する保険給付 

 

 

さ行 
 

在宅介護支援センター 

在宅介護に関するあらゆる相談に対応する機関 

 

施設サービス 

施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設等）に入所し提供される介護保険サービス 

 

住所地特例 

介護保険制度では、原則として住民票所在市町村の被保険者になるが、例外として住所

地特例の制度がある。被保険者が、他市町村の施設に入所して、その施設所在地に住所を

変更した場合、施設所在地の市町村ではなく、元の住所地の市町村の被保険者となる。 

 

手段的日常生活動作（IADL） 

買い物、洗濯、電話、薬の管理、財産管理、乗り物等の日常生活上の複雑な動作 

 

自立支援 

加齢や疾病に伴い、自立して生活することに不安のある高齢者に対して、自らの意思に

もとづき、その能力と状態に応じた日常生活ができるように支援すること 

 

審査支払手数料 

介護保険給付費の兵庫県国民健康保険団体連合会が行う審査支払に係る手数料 

 

生活支援コーディネーター 

地域の支え合いの活動を発掘したり、新たな支え合いの担い手の養成をはじめ、活動の

推進役を担う。 

 

成年後見制度 

認知症や障がいにより、判断能力が不十分であり、財産管理や契約を自ら行うことがで

きない人を保護し、支援する制度。親族等の申立により家庭裁判所により選任された後見

人等が本人の意思を尊重し、その法律行為の同意や代行等を行う。 

 

セラピスト 

セラピー（治療、療法）を行う人のこと。治療士、療法士など 
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た行 
 

ターミナル 

終末期。終末期の医療や看護のことをターミナルケアという。 

 

第１号被保険者 

65 歳以上の介護保険の被保険者。介護保険料は、市町村が徴収する。 

 

第２号被保険者 

40 歳以上 64 歳の介護保険の被保険者。介護保険料は、医療保険者から医療保険料と一

体的に徴収される。 

 

団塊の世代 

1947 年から 1949 年のベビーブームに生まれた世代 

 

地域共生社会 

高齢者、障がい者、子どもなど地域のあらゆる住民が役割をもち、支え合いながら、活

躍できる地域コミュニティであり、その社会の実現をめざすもの 

 

地域ケア会議 

地域包括ケアの実現に向けて、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基

盤の整備とを同時に進めるため、地域包括支援センターが主催し、医療・介護等の多職種

が協働して開催する会議 

 

地域包括ケアシステム 

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、高齢者が住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生

活支援」が切れ目なく一体的に提供される体制のこと 

 

地域包括支援センター 

地域において、①介護予防ケアマネジメント業務、②総合相談支援業務、③地域包括ケ

ア体制整備（包括的・継続的マネジメント業務）、④高齢者の虐待の防止・早期発見及び権

利擁護業務の４つの基本的な機能をもつ総合的なマネジメントを担う中核機関 

 

地域包括ケア「見える化」システム 

都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を総合的に支援す

るための国の情報システム 
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チームオレンジ 

近隣の認知症サポーターがチームを組み、認知症の人や家族に対する生活面の早期から

の支援等を行う取組 

 

調整交付金 

全国の保険者の財政格差を調整することを目的とした国の交付金 

 

特定入所者介護サービス費 

所得が一定額以下の要支援・要介護認定者が施設サービスなどを利用した場合の食費・

居住費の負担を軽減するために支給される保険給付 

 

 

な行 
 

認知症 

アルツハイマー病、脳血管疾患、その他の要因にもとづく脳の記憶機能及びその他の認

知機能が低下した状態のこと 

 

認知症サポーター 

認知症について正しい知識をもち、認知症の人や家族を温かく見守る応援者として日常

生活の中で支援する人 

 

認知症施策推進大綱 

認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」をめざし、「認

知症バリアフリー」の取組を進めていくとともに、「共生」の基盤の下、通いの場の拡大な

ど「予防」の取組を進めるなど認知症施策の基本的な方針を定めたもの 

 

認知症初期集中支援チーム 

医療にも介護にも接続できていない、あるいは中断している認知症の人に対して自宅を

訪問し、集中的、包括的に関与し、医療・介護につなぐことによって在宅生活の継続をめ

ざす多職種チーム 

 

認知症地域支援推進員 

各市町村が進めている認知症施策の推進役、そして地域における認知症の人の医療・介

護等の支援ネットワーク構築の役割を担い、地域の特徴や課題に応じた活動を展開 

 

認知症バリアフリー 

認知症になっても住み慣れた地域で普通に暮らしていける環境が整っていること。生活

を妨げる障壁が排除されていること 
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は行 
 

パブリックコメント（意見公募手続） 

計画等の策定にあたり、素案の段階で内容を市民に公表し、意見を募集する制度 

 

バリアフリー 

住宅建築用語では、段差等の物理的な障壁の除去をいうが、福祉的にはより広く高齢者

や障がい者等の社会参加を困難にしている社会的・制度的・心理的なすべての障壁の除去

という意味でも用いられる。 

 

ブランチ 

住民の利便性を考慮して、地域の身近な場所に設置された窓口 

 

フレイル 

加齢に伴い身体の予備能力が低下し、健康障害を起こしやすくなった状態。介護が必要

になる前段階の状態のこと 

 

 

や行 
 

要支援・要介護認定者 

日常生活において、介護が必要な状態の軽減や悪化の防止のために支援が必要な状態で

ある者（要支援者）や、常時介護を必要とする状態にある者（要介護者）と認定された者 

 

 

ら行 
 

リハビリテーション 

心身に障がいをもつ人の人間的復権を理念に、自立・社会復帰をめざして行う機能訓練

や療法 
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